
6
 

ン

_,オ)が国の精神衛生

昭和 43年

一し

）
 

厚生省公衆衛生局精神衛生課



、冒

第
十
六
回
精
神
衛
生
普
及
運
動
広
報
資
料

――
 

•••••••••• 

‘
 

••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l
 
..•••..••••..••.•..•.....•..•.••••.•••••••••••• 

o
 ..
.
.
.
.
.
.
 、•..•. 

本
年
の
運
動
の
目
楔

...... ,
 

............................................................................•..•.••••••••••••••••. 

-i-

昭
和
四
十
四
年
度
予
算
要
求
り
概
要

精
神
衛
生
と
は
…
…
…
{
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
;
…
…
…
…
…
…
…
…
;
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…

H六

ュ

•••••••••••••••••.•••••••••••••••••..•••••••.••••••.•.••..•••••••••.•••.•.•••••••••••••••••.•••••••.•••• 

,
 
．．．．．．．．．．．．．．．．． 

乳
幼
児
期
の
精
神
衛
生

r

六

石

•••••••••.••••••••••.•••••••••••..•••••••••.••.•••••••.•.••. 

-
.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

児
童
青
年
期
の
精
神
術
生

七

d
-

•••••••••••••••••••• 

，
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

壮
年
期
の
精
神
衛
生

＾
 

老
年
期
の
精
神
術
生
…
·
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…

a
•…
…
…
…
…
…
…
…
…

•
9・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…

わ
が
国
の
精
神
衛
生

¥-

九

一

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 A
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 ,.9 
..........

•......... 

:
 ............... ，
 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 

一
精
神
衛
生
の
歩
み

――
― 

、
,

J

,

．
＂
(
『
ん
，
．
．

A

.

.

.

.

.

.

.
 o
 ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 .
 

二
精
神
衛
生
行
政
の
組
織

i

、

――――
 

ぐ

三
精
神
衛
生
の
財
政
・
・
・
…
…
…
…
…
r
…
…
•
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

…
…
…
…
…
…
…

｀
し
…
…

t••• 
……………………………………………•• 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 ,
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 9
9
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

――-
l
 

8

精

神

衛

生

関

係

予

算

)

一
匹

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,
 

.••.....••......•••..•.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

．

／

 

(
 

⇔

国

庫

補

助

し
｀
•
国
資
金
の
助
成

v
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
•
{
·
…
…
…
…
…

......... -
H
 

................. `

 

...........•......•...................•......................................•.••.•..•..•••••..•...... 

T
七

四
精
神
障
害
者
の
実
態

一

-‘
 

9

精
神
障
害
者
と
は
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
,

．．．．． 
一七

ー

•....•• 

,
 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

し

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 0
 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
；＿" 

l

ー

ム

⇔
精
神
障
害
者
数

~

五
精
神
障
害
者
の
医
療
保
護
·
…
…
…
…
…
…
…
,
.
i
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
'
…
…
…
…
…
…
…

．．．．． 
': ••••••• 

―――
 

「
わ
が
国
の
精
神
衛
生
」

目

次

＼ 

^f-

と-•

一P •．し，ニ

|l~ 



け

精

神

病

口

精

神

病

院

へ

の

1

措

置

入

院

①

入

院

措

②
申
請
・
通
報
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

•
9
•••• 

―-『

⑧
精
神
衛
生
鑑
定
医
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
4
-
六

.............................................................................................................................. ―-1
9
 

2

緊

急

入

院

3

恒
意
入
院
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
―

I
K

4

侶
久
詞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
•
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
―

-
1

、

5

月
打
入
完
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
―
―
ピ

曰
通
院
医
療
に
つ
い
て
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
―
―
七

四
医
療
費
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
―
―
八

匈
訪
問
指
導
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
―
―
八

け
‘
伍
例
同
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ニ
カ

紺
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
―
―
九

釣
精
神
衛
生
従
事
者
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
―
―
―
―

⑳
精
神
衛
生
関
係
の
法
律
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
:
'
-
-
l


田
精
神
衛
生
関
係
の
施
設
•
…
…
…
…
…
•
•
•
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
―
―
―
―
―

出
精
神
衛
生
関
係
の
団
体
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
―
―
―
―
―
―

諸
外
国
の
病
院
・
病
床
・
実
数
・
率
…
…
…
·
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
'
-
―
―
四

精
神
病
床
数
・
入
院
患
者
数
•
利
用
率
等
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
蓋

第

十

六

回

精

神

衛

生

全

国

大

会

行

事

日

程

表



精 神 衛 生

第16回精神衛生普及運動広報資料

昭和43年11月15日～21日

精
神
衛
生
普
及
運
動
は
、
毎
年
秋
、
恒
例
的
に
実

施
さ
れ
、
本
年
も
精
神
衛
生
全
国
大
会
（
日
本
精
神

衛
生
連
盟
主
催
、
於
神
戸
市
）
の
開
催
に
引
き
続
い

て
十
一
月
十
五
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
一
週
間
、

厚
生
省
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
の
共
同
主
催
、
多

数
の
関
係
団
体
の
後
援
に
よ
っ
て
全
国
的
に
展
開
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
運
動
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
精
神
衛
生
法
の
趣

旨
を
普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
障
害
者
の
早

期
発
見
、
早
期
治
振
を
は
か
る
と
と
も
に
軽
快
者
の

社
会
復
帰
の
た
め
の
各
種
施
策
の
確
立
、
さ
ら
に
地

域
社
会
に
お
け
る
精
神
障
害
に
対
す
る
理
解
を
深
め

る
こ
と
と
偏
見
の
除
去
に
つ
と
め
る
こ
と
な
ど
に
よ

つ
て
広
く
国
民
の
精
神
的
健
康
の
保
持
向
上
を
は
か

る
日
的
の
も
と
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

最
近
に
お
け
る
精
神
医
学
と
薬
学
の
進
歩
発
展

は
、
ま
こ
と
に
い
ち
じ
る
し
い
も
の
が
あ
り
、
精
神

障
害
の
よ
く
な
る
割
合
も
、
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と

の
可
能
性
も
増
大
し
、
ま
た
精
神
病
床
も
こ
こ
数
年

来
、
飛
躍
的
な
増
床
の
実
現
を
み
た
こ
と
は
、
ま
こ

と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

現
在
及
び
今
後
に
お
け
る
精
神
衛
生
対
策
と
し
て

必
要
な
こ
と
は
、
精
神
障
害
者
を
地
域
や
職
場
か
ら

早
く
発
見
し
て
医
療
を
加
え
る
い
わ
ゆ
る
地
域
に
お

け
る
対
策
の
確
立
と
、
精
神
病
院
等
の
施
設
の
充

実
、
回
復
者
の
た
め
の
社
会
復
帰
に
必
要
な
施
設
の

設
置
や
施
設
内
に
お
け
る
社
会
復
帰
療
法
な
ど
の
確

立
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
医
療
等
を
終
え
た
人

々
を
職
場
や
地
域
社
会
で
受
け
入
れ
る
体
制
を
つ
く

り
あ
げ
｀
精
神
障
害
者
に
対
す
る
偏
見
を
と
り
の
ぞ

く
こ
と
な
ど
に
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
に
対
処
し
て
、
昭
和
四
十
年
に

精
神
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
し
て
、
ま
た
こ
の
改
正

に
伴
な
っ
て
保
健
所
法
の
一
部
改
正
を
も
行
な
っ

て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
精
神
障
害
者
の
発
生
の
予

防
お
よ
ひ
早
期
発
見
．
相
談
指
導
業
務
の
強
化
、
精

神
衛
生
相
談
員
の
充
足
等
、
精
神
術
生
セ
ン
タ
ー
の

設
置
、
通
院
医
療
公
費
負
担
制
度
の
新
設
な
ど
一
連

の
施
策
が
強
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
年
に
お

け
る
精
神
衛
生
普
及
運
動
の
重
点
目
標
も
、
こ
れ
ら

精
神
衛
生
法
の
改
正
点
の
普
及
を
中
心
に
展
開
さ
れ

る
必
要
が
あ
り
、
趣
旨
の
普
及
徹
底
に
よ
っ
て
広
く

国
民
の
精
神
的
健
康
の
保
持
増
進
を
は
か
る
こ
と
に

向
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

本

年

の

運

動

の

目

標

一

精
神
障
害
者
を
早
期
に
発
見
し
て
、
で
き
る
限
り

早
く
医
療
の
線
に
の
せ
、
再
び
職
場
や
地
域
社
会
に

復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
精
神
衛
生
法
の
趣

- 2 -



旨
を
広
く
普
及
さ
せ
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
実
施
事

項
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
等
を
あ
げ
、
独
創
的

な
運
動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る

3

①
精
神
衛
生
法
に
よ
り
、
精
神
障
害
者
の
通
院
医

療
費
の

1

一
分
の
一
が
公
費
負
担
と
な
り
、
働
き
な

が
ら
精
神
障
害
の
治
療
を
う
け
ら
れ
る
公
費
負
担

制
度
、
ま
た
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
、
保
健
所
に
訪

問
指
導
や
相
談
指
導
体
制
が
し
か
れ
、
気
軽
に
訪

問
指
導
や
相
談
が
で
ぎ
る
こ
と
等
を
広
報
し
、
こ

れ
ら
の
施
策
の
強
力
な
展
開
に
よ
っ
て
、
精
神
障

害
者
を
産
業
職
場
や
地
域
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
、
再
発
も
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

趣
旨
の
こ
と
を
普
及
す
る
。

②
産
業
職
場
や
地
域
社
会
に
お
い
て
日
常
の
諸
問

題
の
な
か
に
は
、
精
神
衛
生
的
配
慮
を
必
要
と
す

る
も
の
が
多
く
、
そ
の
処
理
や
解
決
に
つ
い
て
指

導
す
る
。
最
近
一
部
の
職
場
に
は
精
神
衛
生
に
つ

い
て
の
健
康
管
理
者
を
お
い
て
い
る
所
も
あ
る
の

で
、
こ
れ
ら
の
組
織
を
活
用
す
る
。

⑧
精
神
障
害
の
発
生
の
予
防
や
、
進
ん
で
精
神
的

健
康
の
保
持
向
上
を
は
か
る
た
め
に
は
、
特
に
地

区
組
織
に
よ
る
精
神
衛
生
活
動
が
重
要
で
あ
り
、

地
区
組
織
活
動
に
よ
り
大
い
に
効
果
を
あ
げ
て
い

る
地
域
も
あ
る
の
で
、
そ
の
必
要
性
と
効
果
を
、

地
域
住
民
に
認
識
さ
せ
、
地
区
組
織
の
結
成
と
そ

の
活
動
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
。

④
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
、
保
健
所
、
精
神
病
院
そ

の
他
精
神
衛
生
関
係
施
設
に
お
け
る
情
神
衛
生
活

動
の
実
際
を
紹
介
し
、
す
べ
て
の
人
々
が
気
軽
に

相
談
し
指
導
が
う
け
ら
れ
る
よ
う
理
解
さ
せ
る
と

と
も
に
、
精
神
障
害
や
精
神
病
院
に
対
す
る
誤
ま

っ
た
観
念
を
あ
ら
た
め
る
よ
う
指
導
す
る

C

⑤
学
校
、
会
社
、
工
場
等
に
お
い
て
、
専
門
家
の

参
加
の
も
と
に
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
座
談
会
、

講
演
会
、
討
論
会
な
ど
を
開
催
し
、
広
く
精
神
衛

生
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
。

⑥
運
動
期
間
中
臨
時
に
、
ま
た
は
巡
回
す
る
な
ど

相
談
業
務
を
実
施
し
、
平
常
そ
の
機
会
に
恵
ま
れ

な
い
住
民
に
対
し
て
も
相
談
の
機
会
を
つ
く
り
精

神
衛
生
に
つ
い
て
の
水
準
の
向
上
を
は
か
る
。

⑦
機
関
紙
特
集
号
の
発
行
や
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
、

テ
レ
ビ
等
の
協
力
を
得
て
広
報
活
動
を
行
な
う
と

と
も
に
、
公
開
座
談
会
、
講
演
会
、
公
開
討
論

会
、
展
示
会
、
映
画
会
等
を
開
催
し
、
特
に
精
神

医
学
の
進
歩
、
向
精
神
薬
の
開
発
等
に
よ
り
、
精

神
障
害
に
対
す
る
医
療
が
急
速
に
進
歩
し
、
社
会

復
帰
の
可
能
性
が
増
大
し
て
い
る
事
実
を
強
く
訴

え
る
。

等
々
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
広
く
一
般
の
精
神

障
害
に
対
す
る
理
解
と
精
神
衛
生
思
想
の
向
上
に
効

果
の
あ
る
行
事
を
行
な
う
よ
う
配
慮
す
る

C

昭

和

四

十

四

年

度

予

算

要

求

の

概

要

一

9

ヽ

9

9

9

9

9

9

9

,

9

9

9

,

精
神
衛
生
行
政
を
進
め
て
行
く
た
め
の
組
織
と
し

て
は
、
保
健
所
（
全
国
八
三
ニ
カ
所
）
を
第
一
線
機

関
と
し
て
、
都
道
府
県
に
お
け
る
精
神
衛
生
セ
ン
タ

ー
、
都
道
府
県
衛
生
王
管
部
局
、
国
（
厚
生
省
）
、

（
国
立
精
神
衛
生
研
究
所
）
を
結
ぶ
線
を
中
軸
に
し

て
、
医
師
．
精
神
衛
生
相
談
員
、
行
政
官
吏
‘
研
究

職
員
な
ど
に
よ
っ
て
、
精
神
障
害
の
発
生
の
予
防
、

早
期
発
見
、
早
期
治
療
の
対
策
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
精
神
障
害
者
の
発
生
に
際
し
て
は
、
全
国
ニ
―

万
余
床
の
精
神
病
床
に
こ
れ
を
収
容
し
て
治
療
を
行

な
い
、
ま
た
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
の
社
会
復

帰
施
設
の
整
備
、
小
児
．
老
人
あ
る
い
は
合
併
症
精

神
障
害
者
の
専
門
病
床
の
整
備
な
ど
の
施
策
を
精
神

衛
生
法
の
趣
旨
に
そ
つ
て
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。そ

こ
で
、
昭
和
四
十
四
年
度
に
お
け
る
予
算
要
求

に
あ
た
つ
て
ほ
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
よ
り
強
力
に
推

進
し
、
内
容
の
充
実
を
は
か
る
た
め
、
医
療
費
の
増

額
、
精
神
病
床
の
整
備
、
社
会
復
帰
施
設
の
新
設
、

精
神
障
害
入
院
者
の
実
態
調
査
な
ど
、
い
く
つ
か
の

新
規
要
求
を
含
ん
で
、
総
額
二
九
五
億
余
円
（
前
年
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(1) 比
約
四
三
億
余
円
増
）
の
概
算
要
求
書
を
、
去
る
八

月
末
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
新
規
事
項

を
含
め
た
要
求
の
す
べ
て
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
今
後
の
折
衝
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
主
な
も
の
を
掲
げ
て
参
考
に

供
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

医
療
費
の
公
費
負
担

措
置
入
院
医
療
費
の
国
庫
補
助

精
神
障
害
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
精
神
障
害
の
た

め
に
自
身
を
傷
つ
け
ま
た
は
他
人
に
害
を
お
よ
ぼ

す
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
し
て
、
都
道
府
県
知
事

が
入
院
措
置
を
し
た
場
合
の
医
療
費
は
、
全
額
を

公
費
で
負
担
し
、
国
が
そ
の
八
割
を
負
担
し
、
ニ

割
を
都
道
府
県
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
一
定
程
度
以
上
の
所
得
が
あ
り
医
療

費
の
負
担
能
力
の
あ
る
場
合
は
、
医
療
費
の
一
部

ま
た
は
全
部
を
入
院
し
た
精
神
障
害
者
ま
た
は
そ

の
扶
養
義
務
者
に
負
担
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
て

い
る
が
そ
の
額
は
医
療
費
の
一
形
に
も
満
た
な
い

額
で
あ
る
。
昭
和
四
十
四
年
度
に
お
い
て
は
、
措

置
人
員
七
万
五
千
八
百
人
（
前
年
七
万
二
千
人
）
、

二
七
九
億
余
円
（
前
年
二
四
一
億
余
円
）
を
要
求

し
て
い
る
。

＠
通
院
医
療
費
の
国
庫
補
助

5
 

精
神
障
害
に
対
す
る
早
期
治
療
と
、
退
院
者
の

再
発
増
悪
の
防
止
を
は
か
る
た
め
、
外
来
診
療
に

つ
い
て
の
公
費
負
担
制
度
を
昭
和
四
十
年
十
月
か

ら
実
施
し
、
昭
和
四
十
四
年
度
に
お
い
て
は
、
対

象
人
員
五
万
一
千
七
百
人
（
前
年
四
万
五
千
人
）
、

七
億
余
円
（
前
年
五
億
七
千
万
余
円
）
に
増
額
要

求
し
て
い
る
。
こ
の
経
費
の
負
担
区
分
は
、
医
療

費
の
二
分
の
一
を
公
費
で
負
担
し
、
さ
ら
に
そ
の

二
分
の
一
づ
つ
を
国
と
都
道
府
県
で
そ
れ
ぞ
れ
負

担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

保
健
所
に
お
け
る
精
神
衛
生
対
策
費

保
健
所
に
設
置
さ
れ
る
精
神
科
嘱
託
医
に
よ
る
相

談
指
導
の
強
化
、
精
神
衛
生
相
談
員
に
よ
る
在
宅
精

神
障
害
者
に
対
す
る
訪
問
指
導
を
拡
充
す
る
こ
と
な

ど
を
中
心
に
、
昭
和
四
十
四
年
度
に
お
い
て
は
、
嘱

託
医
五

0
0人
（
前
年
三
五

0
人
）
の
単
価
増
、
精

神
衛
生
相
談
員
に
よ
る
訪
問
指
溝
件
数
の
増
お
よ
び

単
価
増
等
、
さ
ら
に
新
規
と
し
て
、
精
神
衛
生
相
談

員
資
格
認
定
講
習
会
や
保
健
所
精
神
衛
生
担
当
技
術

職
員
地
区
別
講
習
会
等
の
出
席
旅
費
に
対
す
る
補
助

等
を
含
め
て
百
分
の
三
四
の
補
助
額
で
事
業
費
と
し

て
は
四
千
八
百
万
余
円
を
要
求
し
て
い
る
。

2
 

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
整
備
と
運
堂

一
般
精
神
病
床
の
整
備

都
追
府
県
、
市
町
村
等
の
設
置
す
る
公
立
精
神

病
床
を
整
備
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
立
の
も

の
に
対
し
、
新
設
四

0
0床
、
増
設
一
千
床
（
い

ず
れ
も
前
年
ど
お
り
）
に
二
分
の
一
の
国
庫
補
助

を
、
ま
た
日
本
赤
十
字
社
、
済
生
会
な
ど
の
公
的

医
療
機
関
立
の
も
の
に
対
し
、
増
設
一

1
1
0
0
床

（
前
年
ど
お
り
）
補
助
率
三
分
の
一
で
、
総
額
三

億
九
千
九
百
余
万
円
（
前
年
二
億
八
千
七
百
余
万

円
）
の
補
助
金
を
要
求
し
て
い
る
。

(1) 

4
 

精
神
衛
生
関
係
施
設
の
技
術
的
指
導
体
領
を
早
急

に
充
実
強
化
す
る
た
め
、
都
道
府
県
精
神
衛
生
セ
ン

タ
ー
を
す
み
や
か
に
整
備
し
、
と
く
に
保
健
所
に
対

す
る
技
術
指
導
、
技
術
援
助
の
役
割
を
果
た
す
た
め

に、

A
級
セ
ン
タ
ー
（
人
ロ
―
―

1
0
0万
人
以
上
の
都

道
府
県
に
設
置
し
、
八
二
五
平
方
米
以
上
の
も
の
）

一
カ
所
、

B
級
（
人
ロ
―
―

-
0
0万
人
以
下
の
県
に
設

置
し
、
四
九
五
平
方
米
以
上
の
も
の
）
五
カ
所
、
計

六
カ
所
（
前
年
ど
お
り
）
の
新
設
と
、
既
設
二
八
ヵ

所
分
の
運
営
費
を
含
め
、
ま
た
一
部
の
セ
ン
タ
ー
に

対
し
て
は
簡
易
脳
波
計
に
よ
る
事
業
費
を
も
計
上
し

て
三
分
の
一
の
補
助
額
で
一
偲
一
千
三
百
余
万
円

（
前
年
六
千
四
百
余
万
円
）
の
要
求
を
し
て
い
る
。

精
神
病
床
等
の
整
備
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精
神
衛
生
制
度
改
菩
の
た
め
各
種
事
項
に
つ
い
て

の
調
壺
お
よ
び
精
神
障
害
入
院
患
者
の
実
態
を
調
査

す
る
等
の
た
め
の
所
要
経
費
と
し
て
、
総
額
五
千
余

万
円
の
新
規
要
求
を
し
て
い
る
。

5
 

②
精
神
障
害
回
復
者
社
会
復
帰
施
設
の
整
備
、
運

営
精
神
障
害
に
よ
る
入
院
患
者
の
う
ち
症
状
が
軽

快
し
退
院
可
能
で
あ
る
が
、
な
お
社
会
適
応
の
不

十
分
な
者
に
対
し
て
病
院
外
に
お
い
て
医
学
的
管

理
の
も
と
に
施
設
外
作
業
を
通
じ
て
社
会
適
応
訓

練
を
施
す
た
め
の
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
、

そ
の
施
設
整
備
費
並
び
に
運
営
費
に
対
し
て
そ
れ

ぞ
れ
一
一
分
の
一
を
国
庫
補
助
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
施
設
整
備
に
五
千
三
百
余
万
円
、
運
営
に
五

百
余
万
円
（
初
年
度
一
一
一
カ
月
分
）
の
要
求
を
し
て

い
る
[
)
な
お
こ
の
施
設
は
さ
し
あ
た
り
都
道
府
県

設
置
の
も
の
に
限
り
、
全
国
で
八
カ
所
一
カ
所
あ

た
り
―
―

10人
収
容
の
も
の
を
考
え
て
い
る
。

⑧
国
立
療
簑
所
の
精
神
病
床
へ
の
転
換

昭
和
四
十
四
年
度
に
お
い
て
、
国
立
療
狸
所
の

病
床
の
う
ち
五
五
〇
床
を
精
神
病
床
に
転
換
す
る

こ
と
を
計
画
し
、
こ
の
経
費
は
、
国
立
病
院
特
別

会
計
に
計
上
要
求
し
て
い
る
。

精
神
衛
生
制
度
調
査
費
等

精

神

衛

生

と

は

6

そ

の

他

ま
た
、
精
神
障
害
の
発
生
予
防
か
ら
各
種
精
神
科

医
療
の
開
発
強
化
、
社
会
復
帰
の
た
め
の
各
種
施
策

等
一
貫
し
た
精
神
衛
生
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
各

分
野
の
専
門
を
有
機
的
に
結
合
し
た
精
神
衛
生
総
合

セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
の
設
置
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い

る
実
情
に
か
ん
が
み
、
当
該
施
設
の
調
査
費
と
し
て

新
規
に
六
百
余
万
円
を
要
求
し
て
い
る
。

精
神
衛
生
法
施
行
に
必
要
な
本
省
経
費
お
よ
び
補

助
金
、
優
生
保
護
法
関
係
費
の
ほ
か
、
中
央
精
神
衛

生
審
議
会
、
中
央
優
生
保
護
審
査
会
の
経
費
等
々
精

神
衛
生
対
策
推
進
の
た
め
の
諸
経
費
を
要
求
し
て
い

る。
精
神
衛
生
と
は
、
一
口
に
い
え
ば
人
間
の
精
神
的

側
面
を
主
な
対
象
と
す
る
衛
生
で
あ
っ
て
、
精
神
的

疾
病
な
ら
び
に
も
ろ
も
ろ
の
精
神
的
不
健
康
の
予
防

か
ら
、
精
神
的
健
康
の
保
持
向
上
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

人
の
健
康
と
は
身
体
的
に
健
全
な
状
態
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
精
神
的
、
社
会
的
に
も
完
全
に
健
や

か
な
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

精
神
の
健
康
と
は
単
に
精
神
的
疾
患
に
か
か
っ
て

い
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
変
化
の
激
し
い
生
活

環
境
の
な
か
で
こ
れ
に
調
和
し
、
積
極
的
に
生
活
し

得
る
能
力
を
も
つ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
健
康
な
心

の
持
主
は
、
欲
求
不
満
な
ど
の
状
態
に
お
か
れ
て

も
．
反
社
会
的
行
動
に
走
る
等
の
い
ろ
い
ろ
の
適
応

障
害
を
示
す
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
問
題

や
障
害
に
積
極
的
に
立
ち
む
か
い
、
社
会
的
環
境
を

調
整
し
、
そ
の
結
果
充
分
な
適
応
状
態
を
つ
く
り
あ

げ
る
能
力
を
も
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
は
、
疾
病
の
治
療
の
面
で
も
予
防
の
面
で

も
、
身
体
的
側
面
に
比
重
が
お
か
れ
す
ぎ
て
、
精
神

的
側
面
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
っ
た
が
今
後

は
身
体
の
衛
生
だ
け
で
な
く
、
精
神
面
で
の
衛
生
が

強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
近
来
、
身
体

衛
生
に
お
い
て
も
防
疫
と
か
予
防
接
種
と
か
の
予
防

的
な
面
の
み
で
な
く
健
康
増
進
の
面
が
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
精
神
衛
生
に
お
い
て
も
、
精

神
障
害
の
早
期
発
見
、
予
防
と
い
っ
た
面
か
ら
、
さ

ら
に
精
神
健
康
増
進
の
た
め
に
個
人
は
も
と
よ
り
職

場
、
学
校
あ
る
い
は
家
庭
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
な
精

神
衛
生
の
実
践
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。

今
後
に
お
け
る
精
神
衛
生
は
、
幅
広
い
視
野
で
総

合
的
に
進
め
、
同
時
に
す
で
に
精
神
障
害
の
あ
る
も

の
は
、
す
み
や
か
に
治
療
が
う
け
ら
れ
、
軽
快
ま
た
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は
寛
解
し
た
場
合
に
は
偏
見
を
な
く
し
温
か
く
迎
え

い
れ
る
よ
う
配
慮
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
公
衆
衛
生
局
精
神
衛
生
課
伊
藤

一

乳

幼

児

期

の

精

神

衛

生

一

乳
幼
児
期
は
、
基
本
的
な
人
格
形
成
の
み
ら
れ
る

時
で
あ
る
。
日
本
で
も
昔
か
ら
一
二
つ
子
の
魂
百
ま
で

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
脳
神
経
系
の
発
達
も
、
知

能
、
惑
情
、
性
格
と
い
っ
た
基
本
的
な
精
神
的
働
含

の
基
礎
‘
つ
く
り
が
み
ら
れ
る
時
で
あ
る
。

脳
重
量
は
、
出
生
時
三
五

O
~
I――六
0
グ
ラ
ム
、

一
年
の
終
り
に
は
二
倍
以
上
（
約
八

0
0グ
ラ
ム
）
、

四

i
五
年
に
は
約
三
倍
（
約
一

‘
1
0
0グ
ラ
ム
）

と
な
る
。
身
体
の
発
育
の
中
で
、
脳
の
発
育
は
き
わ

め
て
目
ざ
ま
し
い
。
そ
れ
だ
け
に
脳
神
経
系
の
発
育

に
と
つ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
時
期
と
い
え
る
。

栄
養
障
害
、
代
謝
障
害
、
内
分
泌
障
害
、
交
通
事

故
な
ど
に
よ
る
頭
部
外
傷
、
脳
炎
や
脳
膜
炎
、
ひ
き

つ
け
と
い
っ
た
病
気
や
傷
害
で
、
脳
神
経
系
の
健
全

な
発
育
が
傷
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
十
分
な
健
康
管

理
が
必
要
で
あ
る
。
育
児
の
最
も
基
本
的
な
面
は
、

こ
う
い
う
病
気
や
傷
害
の
予
防
、
早
期
の
発
見
と
治

療
に
始
ま
る
。

知
的
な
働
ぎ
は
、
始
め
は
運
動
惑
覚
機
能
と
密
着

茂）

し
て
、
未
分
化
な
状
態
で
現
わ
れ
る
。
這
い
、
立

つ
、
歩
く
と
い
っ
た
運
動
機
能
に
は
、
知
的
な
働
き

が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
と
に
ガ
ラ
ガ
ラ
を
振
る
、
投

げ
る
、
つ
ま
む
、
は
さ
む
と
い
っ
た
手
指
の
運
動

は
、
脳
神
経
系
の
発
達
、
知
的
機
能
と
深
い
関
係
に

あ
る
。さ

ら
に
こ
と
ば
が
現
わ
れ
る
。
こ
と
ば
に
は
お
母

さ
ん
な
ど
の
周
囲
の
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
さ
ら
に
赤
ち
ゃ
ん
こ
と
ば
か
ら
一
語
文
へ

と
、
話
す
方
も
発
達
し
て
行
く
。
歩
行
や
手
指
の
運

動
の
発
達
が
遅
れ
た
り
、
こ
と
ば
の
発
達
が
遅
れ
て

い
る
時
に
は
、
知
能
の
発
達
の
遅
れ
も
疑
が
つ
て
調

べ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
大
き
く
な
る
と
、
自
分
の
こ
と
、
自
分
の

身
の
ま
わ
り
の
こ
と
を
処
理
し
た
り
、
親
や
ぎ
よ
う

だ
い
、
友
達
と
の
や
り
と
り
、
遊
び
な
ど
に
、
個
人

差
が
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
う
い
う
問
題
に
は
、
知
能

の
問
題
、
性
格
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
と
同
時

に
、
育
児
し
つ
け
の
あ
り
方
と
い
っ
た
、
周
囲
の
あ

つ
か
い
、
環
境
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
面
も
大

き
い
。赤

ち
ゃ
ん
に
も
、
食
物
と
し
て
の
栄
養
だ
け
で
な

く
、
両
親
や
家
族
と
の
接
触
、
交
流
に
よ
る
、
暖
か

い
正
し
い
愛
情
が
な
け
れ
ば
、
正
常
な
発
達
は
む
ず

か
し
く
な
る
。
授
乳
、
排
尿
排
便
の
し
つ
冴
、
だ
っ

こ
し
た
り
、
こ
う
い
う
親
と
の
交
流
、
周
囲
か
ら
の

暖
か
い
適
正
な
刺
激
が
必
要
で
あ
る
。

泣
い
た
り
笑
っ
た
り
、
く
や
し
が
っ
た
り
、
こ
わ

が
っ
た
り
、
や
き
も
ち
を
や
い
た
り
、
生
ま
れ
て
始

め
て
す
る
、
い
ろ
い
ろ
な
情
緒
的
な
経
験
が
あ
る
。

こ
う
い
う
感
情
的
経
験
と
表
現
の
中
に
、
そ
の
子
ど

も
の
墓
礎
的
な
性
格
形
成
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

指
し
や
ぶ
り
、
お
ね
し
よ
、
ど
も
り
、
自
然
行
為

な
ど
の
悪
い
く
せ
が
始
ま
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
い

う
問
題
に
は
、
そ
の
子
ど
も
の
感
情
生
活
に
お
け
る

問
題
、
欲
求
不
満
な
ど
が
関
係
し
て
お
り
、
正
し
い

し
つ
け
、
欲
求
不
滴
の
解
消
、
遊
び
を
通
じ
て
の
明

る
＜
楽
し
い
感
情
的
表
現
活
動
な
ど
、
子
ど
も
の
と

り
扱
い
に
対
し
て
、
十
分
な
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。

（
国
立
精
神
衛
生
研
究
所
菅
野
重
道
）

児

童

青

年

期

の

精

神

衛

生

ー
'
_
ー
'
,
'
,
＇
’
'
,
＇
,
＇

_

1

精
神
衛
生
の
最
大
の
目
標
は
精
神
的
不
健
康
を
予

防
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
真
の
意
味
で
の
予
防

（
第
一
次
予
防
）
が
困
難
な
場
合
は
、
早
期
発
見
、

早
期
処
置
（
第
二
次
予
防
）
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
児
童
期
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
は
、
人

格
が
形
成
さ
れ
る
重
要
な
時
期
で
あ
る
と
と
も
に
、

将
来
の
精
神
的
不
健
康
の
も
と
に
な
る
よ
う
な
さ
ま
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ざ
ま
の
状
態
が
発
現
し
や
す
く
、
こ
の
時
期
に
適
切

な
対
策
が
行
な
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
そ
の
人
の
一
生

を
左
右
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
精
神
衛
生

に
と
つ
て
は
ま
こ
と
に
た
い
せ
つ
な
期
間
で
あ
る
。

児
童
期
の
精
神
衛
生
は
し
つ
け
や
教
育
の
問
題
と

切
り
は
な
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
は
母

親
と
子
ど
も
の
人
間
関
係
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
家

庭
の
あ
り
方
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
の
児
童

の
精
神
衛
生
上
の
諸
問
題
に
は
、
父
親
が
そ
の
役
割

を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
も
関
係
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
学
童
生
徒
で
は
教
師
の
役
割

も
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
遺
伝
や
胎
内
性
の
障
害
を

含
め
て
、
身
体
こ
と
に
神
経
系
の
発
達
や
脳
の
障
害

に
注
意
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
出
生
の
直
後
か

ら
こ
の
点
に
留
意
し
心
身
の
発
達
の
異
常
を
早
期
に

発
見
処
置
す
る
こ
と
が
、
後
の
不
幸
を
最
小
限
に
と

ど
め
る
た
め
に
大
切
で
あ
る
。
ま
た
疾
病
や
頭
部
の

外
傷
が
脳
に
損
傷
を
与
え
な
か
っ
た
か
ど
う
か
注
意

を
は
ら
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
児
童
期
に
お
け
る

問
題
と
な
る
行
動
、
神
経
症
や
精
神
病
な
ど
は
心
身

の
両
面
か
ら
総
合
的
に
診
断
処
置
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
が
多
い
が
、
こ
と
に
情
緒
的
環
境
的
要
囚

が
重
要
で
あ
る
。

思
春
期
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
は
心
身
の
急
激
な

変
動
が
あ
り
、
人
生
の
危
機
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
精
神
衛
生
上
注
意
を
要
す
る
多
く
の
問
題
が
生
じ

や
す
い
。
思
春
期
か
ら
青
年
期
は
、
神
経
症
や
重
大

な
精
神
病
（
精
神
分
裂
病
や
躁
う
つ
病
な
ど
）
が
発

現
し
が
ち
な
時
期
で
あ
り
、
人
格
形
成
の
上
で
も
幼

児
期
の
依
存
的
未
熟
な
状
態
か
ら
離
脱
し
、
自
我
の

確
立
が
行
な
わ
れ
る
段
階
で
あ
っ
て
、
社
会
的
な
権

威
や
規
律
に
対
し
て
疑
惑
や
不
信
、
反
抗
が
生
じ
、

種
々
の
反
社
会
的
お
よ
び
非
社
会
的
行
動
が
み
ら
れ

る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
精
神
分
裂
病
類
似
の
汁
態

を
示
め
す
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

青
少
年
の
非
行
・
犯
罪
の
増
加
は
世
界
各
国
共
通

の
現
象
で
あ
る
が
、
こ
と
に
わ
が
国
で
の
問
題
は
、

依
存
か
ら
自
立
へ
の
転
換
と
そ
れ
に
伴
う
情
緒
の
発

達
の
障
害
、
自
巳
統
制
の
不
足
、
人
間
関
係
の
結
合

の
稀
薄
さ
が
原
因
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
は
今
日
の

教
育
の
欠
陥
や
現
代
の
社
会
が
青
少
年
を
疎
外
の
方

向
に
追
い
こ
ん
で
い
る
こ
と
、
価
値
観
の
転
倒
や
ゆ

が
み
（
真
面
目
な
努
力
や
労
働
に
対
す
る
価
値
観
の

低
下
）
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
単
に

個
人
の
問
題
を
こ
え
た
社
奈
問
題
で
も
あ
る
が
、
そ

れ
に
は
経
済
的
利
益
が
人
命
を
含
め
た
人
間
性
の
尊

厳
に
優
先
す
る
よ
う
な
社
会
の
ひ
ず
み
を
正
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

青
少
年
の
精
神
衛
生
が
真
剣
に
考
慮
さ
れ
適
切
な

対
策
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
将
来
に
と

青
年
期
を
過
ぎ
壮
年
期
に
は
い
る
と
、
と
く
に
職

場
の
精
神
衛
生
と
家
庭
の
精
神
衛
生
の
二
つ
が
大
き

な
問
題
点
と
な
る
。

職
場
で
は
次
第
に
責
任
あ
る
地
位
に
つ
き
、
人
間

関
係
の
問
題
に
た
え
ず
ス
ト
レ
ス
状
況
に
お
か
れ
、

家
庭
で
は
経
済
的
、
心
理
的
負
担
が
増
大
す
る
。
と

く
に
、
青
年
期
危
機
と
並
ん
で
向
老
期
（
初
老
期
ま

た
は
更
年
期
）
の
危
機
が
重
要
で
あ
る
。
身
体
的
に

も
諸
器
官
の
退
行
現
象
が
お
こ
り
、
動
脈
硬
化
や
悪

性
腫
瘍
に
か
か
り
や
す
く
、
女
子
で
は
閉
経
が
あ

る
。
ア
ル
コ
ー
ル
嗜
癖
、
初
老
期
う
つ
病
な
ど
の
精

神
障
害
の
み
な
ら
ず
、
離
職
、
定
年
、
能
力
低
下
、

過
労
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
の
適
応
障
害
も
起
り
や
す

、。し
と
く
に
い
わ
ゆ
る
エ
ー
ジ
ン
グ
の
問
題
が
あ
り
、

向
老
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
e

そ
れ
は
身
体
的
違

和
感
が
根
底
に
あ
っ
て
、
歯
牙
脱
落
、
頭
髪
の
変

化
、
性
的
減
退
、
視
聴
力
障
害
な
ど
の
身
体
症
状
、

疲
労
増
大
、
気
力
減
退
、
記
憶
減
退
、
過
去
に
対
す

壮

年

期

の

9.,
＇ 

精

つ
て
ま
こ
と
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
国
立
精
神
衛
生
研
究
所

h
r
H
"
 

に

J

四
郎
）
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る
過
度
の
反
省
な
ど
の
精
神
的
徴
候
が
し
ば
し
ば
問

題
に
な
る
。

前
者
す
な
わ
ち
身
体
徴
候
で
は
、
心
身
の
退
行
と

疾
病
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
の
種
の
現
象
は
そ
の
多

く
が
間
葉
系
組
織
の
変
化
で
あ
っ
て
、
緒
方
知
一
一
一
郎

博
士
の
い
わ
ゆ
る
ニ
セ
の
老
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
真
の
老
化
で
あ
る
神
経
組
織
や
上
皮
組
織
の
胚

葉
系
の
老
化
は
向
老
期
に
は
ま
だ
始
つ
て
い
な
い
。

し
た
が
つ
て
そ
の
さ
い
の
多
く
の
精
神
的
徴
候
は
社

会
的
な
人
間
関
係
や
心
理
的
葛
藤
か
ら
起
る
も
の
が

ぎ
わ
め
て
多
い
。

女
性
の
閉
経
期
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、
閉
経
に
伴

う
身
体
的
違
和
の
み
な
ら
ず
、
閉
経
が
女
性
と
し
て

の
能
力
や
魅
力
の
喪
失
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
。
ペ

ニ
ン
グ
ト
ソ
は
閉
経
期
女
性
の
精
神
徴
候
と
し
て
、

不
快
、
興
味
喪
失
、
抑
う
つ
、
優
柔
不
断
、
過
敏
、

自
巳
憐
び
ん
、
猜
疑
、
劣
等
感
、
自
巴
破
壊
性
、
責

任
性
の
誇
張
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
情

緒
不
安
は
生
理
的
の
み
な
ら
ず
、
社
会
、
心
理
的
根

拠
を
も
つ
て
お
り
、
た
と
え
ば
育
児
や
家
事
に
没
頭

し
て
、
自
巳
の
欲
望
を
抑
え
自
已
犠
牲
的
生
活
を
送

つ
て
ぎ
た
母
親
が
、
子
ど
も
が
独
立
し
離
れ
て
い
く

に
伴
つ
て
、
更
年
期
症
状
に
つ
よ
く
反
応
す
る
例
が

よ
く
み
ら
れ
る
。

男
性
も
初
老
の
中
だ
る
み
と
い
い
、
そ
れ
ま
で
緊

_
1
|
1
-

老

年

期

の

精

神

衛

生

張
し
て
い
た
も
の
が
心
身
機
能
の
低
下
や
、
典
味
や

関
心
の
減
退
と
い
っ
た
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
さ

い
も
、
家
庭
的
負
担
の
増
大
、
職
場
に
お
け
る
能
力

や
成
功
の
限
界
と
い
っ
た
条
件
が
慟
い
て
い
る
こ
と

が
多
い
。

こ
れ
ら
の
向
老
期
危
機
が
さ
ま
ざ
ま
の
適
応
障
害

と
し
て
現
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
早
期
に
発
見
し

処
理
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
う
ち
に
は
初
老
期
う
つ

病
や
、
ア
ル
コ
ー
ル
精
神
障
害
の
よ
う
な
神
経
精
神

疾
患
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
と
に
初
老
期
う
つ
病
に

よ
る
自
殺
や
一
家
心
中
な
ど
と
い
う
悲
劇
や
、
初
老

期
妄
想
症
に
よ
る
反
社
会
行
動
な
ど
は
、
早
期
治
療

に
よ
っ
て
防
止
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
に

も
向
老
期
精
神
障
害
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
と
社

会
復
帰
と
と
も
に
、
正
常
の
向
老
期
現
象
に
対
す
る

精
神
健
康
の
促
進
が
併
行
し
て
進
め
ら
れ
る
必
要
が

あ
る
。

（
国
立
精
精
衛
生
研
究
所

日
本
人
の
平
均
寿
命
の
延
長
と
と
も
に
老
年
人
口

は
毎
年
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
に
伴
つ
て
老
年

期
の
精
神
障
害
お
よ
び
一
般
老
人
の
適
応
障
害
が
増

加
し
て
お
り
、
欧
米
に
お
け
る
老
年
者
の
精
神
衛
生

加
藤
正
明
）

と
同
様
の
重
要
性
が
日
本
で
も
次
第
に
明
か
に
な
っ

て
い
る
。

老
年
期
の
精
神
変
化
の
一
っ
は
知
的
能
力
や
学
習

能
力
を
含
む
能
力
低
下
に
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

ポ
ケ
と
し
て
示
さ
れ
、
さ
ら
に
は
脳
萎
縮
や
脳
細
胞

変
化
に
伴
う
痴
呆
と
し
て
病
的
状
態
を
示
す
に
至

る
。
他
の
―
つ
は
感
情
変
調
で
あ
り
、
柔
軟
性
の
欠

如
、
自
已
統
制
の
減
退
、
さ
ら
に
心
気
傾
向
を
主
体

と
す
る
自
巳
身
体
へ
の
つ
よ
い
関
心
、
妄
想
傾
向
、

不
安
な
ど
と
し
て
示
さ
れ
る
。
前
者
の
著
し
い
も
の

は
老
年
痴
呆
で
あ
り
、
後
者
は
脳
動
脈
硬
化
で
あ

る。
ア
メ
リ
カ
の
キ
ャ
バ
ン
に
よ
る
十
五
項
目
か
ら
な

る
精
神
老
化
度
測
定
に
よ
れ
ば
、
記
憶
障
害
、
今
事

に
対
す
る
消
極
性
、
自
己
中
心
性
、
昔
語
り
、
愚

痴
、
無
関
心
、
孤
独
、
学
習
困
難
、
わ
ず
ら
わ
し
い

こ
と
を
避
け
る
、
交
際
の
消
極
性
、
社
会
変
化
へ
の

猜
疑
、
切
り
か
え
の
困
難
、
高
度
の
吝
薔
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
一
般
に
心
気
傾
向
の
つ
よ
い
老
人
ほ

ど
、
自
覚
的
精
神
老
化
度
が
過
大
に
評
価
さ
れ
る
。

こ
の
さ
い
身
体
的
老
化
度
と
精
神
的
老
化
度
の
ア
ソ

バ
ラ
ン
ス
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
不
調
和
が
一
方
で

は
老
人
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
、
他
方
で
は
反
社
会
行
動
と
し

て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

欧
米
の
精
神
病
院
で
は
老
人
の
精
神
障
害
者
の
入
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院
比
率
が
た
か
く
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
州
立
梢

神
病
院
在
院
患
者
の
約
一
―

10バ
ー
セ
ン
ト
が
六
五
歳

以
上
の
老
人
で
あ
る
。
日
本
で
は
六

0
歳
以
上
の
入

院
率
が
一
―
―
パ
ー
セ
ソ
ト
で
ま
だ
低
い
が
、
こ
れ
に
ぱ

老
年
人
口
比
率
の
差
も
あ
り
、
都
会
で
は
八
—
九
パ

ー
セ
ソ
ト
に
の
ぼ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
従
来
は
不
適

応
老
人
が
家
庭
に
保
護
さ
れ
て
い
た
の
が
、
家
族
制

変
や
形
態
の
変
化
と
と
も
に
、
核
家
族
へ
と
移
行
し

つ
つ
あ
り
、
と
く
に
都
会
で
は
老
年
者
の
適
応
が
次

第
に
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
精
神
病
院
入
院
老
人

も
次
第
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
こ
と
は
、
厚
生
省
が
昭

和
二
十
九
年
度
と
同
一
二
十
八
年
度
に
行
な
っ
た
全
国

精
神
障
害
者
実
態
調
査
で
あ
り
、
後
者
で
は
と
く
に

脳
血
管
性
や
老
年
性
精
神
障
害
が
よ
り
多
く
発
見
さ

れ
て
お
り
、
対
人
口
比
も
欧
米
並
み
に
若
年
人
口
よ

り
も
老
年
人
口
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
現
象
は

将
来
次
第
に
著
し
く
な
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
と

思

わ

れ

る

。

｀

老
年
期
の
精
神
衛
生
に
と
つ
て
も
重
要
な
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
老
年
期
精
神
障
害
を
含
む
適
応
障
害

の
早
期
治
療
と
と
も
に
、
一
般
老
人
の
精
神
健
康
の

保
持
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
老

年
期
に
お
い
て
も
家
庭
や
社
会
の
た
め
に
役
立
つ
と

い
う
役
割
意
識
を
も
た
せ
、
役
割
期
待
が
生
ず
る
よ

明

ム口`̀‘ 

初

期

う
な
方
策
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
病
院

・
施
設
内
で
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
活
発

に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
家
庭
老
人
に
対
す
る
老
人
ク

ラ
プ
や
老
年
者
通
園
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
お
け
る
精
神

精
神
衛
生
の
歩
み

明
治
初
期
に
お
い
て
は
、
精
神
衛
生
対
策
と
し
て

は
全
く
法
的
規
制
の
な
い
ま
ま
に
推
移
し
て
い
た
。

こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
精
神
医
学
は
進
歩
し
て
お

ら
ず
、
精
神
病
の
治
療
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
加
持

祈
疇
に
た
よ
っ
て
お
り
、
社
寺
の
楼
塔
は
、
精
神
病

者
の
収
容
施
設
の
ご
と
き
観
が
あ
っ
た
。

明
治
の
衛
生
行
政
が
、
本
格
的
軌
道
に
の
り
出
し

た
の
は
、
明
治
六
年
、
文
部
省
の
医
務
課
が
医
務
局

と
な
り
、
明
治
七
年
、
医
制
が
発
布
さ
れ
て
か
ら
で

衛
生
的
考
慮
が
十
分
に
払
わ
れ
る
よ
う
、
精
神
科
医

を
は
じ
め
と
す
る
精
神
衛
生
の
専
門
家
が
、
こ
れ
ら

の
領
域
で
活
動
し
得
る
基
礎
が
つ
く
ら
れ
る
必
要
が

あ
る
。
（
国
立
精
神
衛
生
研
究
所
加
藤
正
明
）

あ
り
、
こ
の
医
制
の
一
っ
に
顕
狂
院
の
設
立
に
関
す

る
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
、
痴
狂
院
の
設
置
は
遅
々

と
し
て
進
ま
ず
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
精
神
病
者
の

大
多
数
ぱ
、
私
宅
に
監
置
さ
れ
て
、
人
間
的
な
取
扱

い
を
う
け
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
西
洋
医
学
が
、
漸
次
輸
入

さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
衛
生
行
政
が
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
精
神
衛
生
対
策
の
面
も
新
た

な
方
向
へ
と
展
開
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
明
治
八
年
に
は
、
ド
ー
ニ
ッ
ツ
が
警
視
庁
に

お
い
て
精
神
病
の
講
義
を
行
な
っ
た
し
、
日
本
最
初

の
公
立
病
院
で
あ
る
京
都
府
糊
狂
院
が
設
立
さ
れ
、

九
年
に
は
、
近
代
精
神
病
学
初
の
専
門
書
で
あ
る

「
精
神
病
的
説
」
が
出
版
さ
れ
、
十
一
年
に
は
、
日

本
最
初
の
近
代
的
私
立
病
院
と
し
て
、
加
藤
風
顕
病

院
が
開
設
さ
れ
、
十
二
年
に
は
、
ベ
ル
ッ
博
士
が
東

わ

が

国

の

精

神

衛

生
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明
治
一
二
十
年
代
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
相
当
長
い

閤
も
つ
ば
ら
地
方
の
規
制
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
精
神

障
害
者
に
関
す
る
全
国
的
法
規
制
が
よ
う
や
く
出
現

す
る
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
路
頭
に
さ
ま

よ
う
救
護
者
の
な
い
精
神
病
者
の
保
護
の
規
制
と
し

て
、
明
治
一
二
十
二
年
「
行
旅
病
人
お
よ
び
行
旅
死
亡

人
取
扱
法
」
が
公
布
さ
れ
、
つ
い
で
明
治
―
―
十
年
の

い
わ
ゆ
る
相
馬
事
件
な
ど
が
重
要
な
ぎ
つ
か
け
と
な

つ
て
精
神
病
の
保
護
に
関
す
る
最
初
の
一
般
的
法
律

「
精
神
病
監
護
法
」
が
明
治
一
―
-
+
―
―
一
年
三
月
公
布
さ

精
神
病
者
監
護
法
の
制
定

京
大
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
近
代
精
神
病
学
を
、
ま

た
ロ
ー
レ
ッ
ツ
縛
士
が
愛
知
医
学
校
に
お
い
て
精
神

病
学
を
講
義
し
た
。
十
三
年
に
は
、
医
学
校
初
の
精

神
病
舎
が
愛
知
県
病
院
に
設
置
さ
れ
、
十
七
年
に

は
、
岩
倉
糊
狂
院
が
開
設
さ
れ
、
十
九
年
に
は
、
帝

大
医
科
大
学
に
精
神
病
学
教
室
が
置
か
れ
、
同
年
十

二
月
に
ぱ
、
日
本
人
最
初
の
講
義
と
し
て
榊
倣
教
授

が
東
大
に
お
い
て
精
神
病
学
の
講
義
を
行
な
っ
た
。

さ
ら
に
二
十
八
年
に
は
、
代
表
的
な
精
神
病
学
の
成

書
と
し
て
呉
秀
一
二
纂
訳

[
9

精
神
病
学
」
が
発
行
さ
れ

る
等
に
医
学
の
面
に
お
い
て
も
段
々
と
そ
の
基
礎
が

固
め
ら
れ
て
行
っ
た
。

れ
、
同
年
七
月
一
日
施
行
と
な
り
、
ま
た
同
年
六
月

二
十
八
日
「
精
神
病
者
監
護
法
施
行
規
則
」
が
定
め

ら
れ
て
、
精
神
病
者
の
監
督
お
よ
び
保
護
の
責
任
を

明
ら
か
に
し
、
不
当
な
人
権
侵
害
を
排
除
し
、
さ
ら

に
監
督
の
実
施
を
行
政
庁
の
許
可
ま
た
は
届
出
と

し
、
監
置
の
適
正
を
図
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
監

置
の
方
法
に
お
い
て
私
宅
監
置
を
も
許
し
て
い
た
の

で
、
医
療
保
護
の
面
で
は
、
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ

り
、
社
会
の
変
化
に
伴
う
精
神
病
者
の
漸
増
と
精
神

医
学
の
進
歩
と
は
、
精
神
障
害
者
対
策
を
こ
の
よ
う

な
消
極
的
な
範
囲
に
止
ま
ら
せ
て
置
く
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
一
二
十
四
年
に
は
本

邦
精
神
医
学
の
先
駆
者
と
い
わ
れ
る
呉
秀
―
―
一
が
東
大

教
授
と
な
り
、
明
治
＝
―
-
十
五
年
に
は
、
精
神
病
者
救

治
会
が
設
立
さ
れ
、
日
本
で
は
じ
め
て
精
神
術
生
運

動
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
日
本
神

経
学
会
も
発
足
し
、
ま
た
一
二
十
九
年
、
一
官
立
医
学

校
二
精
神
科
設
置
」
の
決
議
を
行
な
っ
た
し
、
明
治

四
0
年
に
は
、
北
海
道
に
道
府
県
外
の
公
立
精
神
病

院
の
初
と
し
て
、
公
立
函
館
区
立
精
神
病
院
が
開
設

さ
れ
た
。
明
治
四
十
二
年
に
、
明
治
四
十
一
年
一
月

以
降
、
公
立
精
神
病
院
お
よ
び
そ
の
退
院
者
に
つ
き

詳
細
な
調
査
を
行
な
っ
た
結
果
、
患
者
数
―
―
万
五

千
、
病
床
二
、
五

0
0、
私
宅
監
置
約
三
千
と
い
う

よ
う
な
精
神
病
者
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の

収
容
施
設
の
整
備
拡
充
が
必
要
な
こ
と
が
わ
か
り
、

明
治
四
十
四
年
、
「
官
公
立
精
神
病
院
設
置
」
の
決

議
が
な
さ
れ
た
。

精
神
病
院
法
の
制
定

明
治
末
年
に
い
た
つ
て
よ
う
や
く
近
代
国
家
と
し

て
の
体
制
を
整
え
た
わ
が
国
は
衛
生
行
政
の
面
に
お

い
て
も
新
た
な
段
階
に
入
り
、
さ
ら
に
社
会
生
活
の

複
雑
化
に
伴
う
精
神
障
害
者
の
増
加
と
医
学
の
一
般

の
進
歩
は
、
監
護
の
段
階
か
ら
医
療
対
策
へ
と
前
進

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
大
正
五
年
、
保
健
衛
生
調
査
会
が
設
置
さ

れ
、
大
正
六
年
六
月
一
―
―
十
日
、
精
神
障
害
者
の
全
国

一
斉
調
査
が
行
な
わ
れ
、
精
神
病
者
総
数
は
、
約
六

万
五
千
、
精
神
病
院
等
に
入
院
中
の
も
の
約
五
千
、

私
宅
監
置
を
含
め
て
約
六
万
の
患
者
が
放
置
さ
ヤ
て

い
る
と
い
う
実
状
、
病
院
を
含
む
精
神
病
者
収
容
施

設
を
も
つ
て
な
い
県
が
二
八
県
も
あ
り
、
在
院
患
者

の
ほ
ぼ
四
分
の
三
が
東
京
、
京
都
、
大
阪
に
お
り
、

東
京
に
は
そ
の

1

一
分
の
一
が
収
容
さ
れ
て
い
る
等
の

実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
よ

り
、
大
正
八
年
、
「
精
神
病
院
法
」
が
公
布
さ
れ
た
。

こ
の
法
の
制
定
に
よ
り
、
国
は
都
道
府
県
に
た
い
し

て
精
神
病
院
の
設
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
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に
な
り
、
か
つ
そ
の
設
置
さ
れ
た
病
院
に
た
い
し
、

国
庫
補
助
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
精
神
病
院
の
普

及
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
大
正
九

年
に
は
日
本
精
神
病
院
協
会
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ

る。
し
か
し
な
が
ら
、
公
立
精
神
病
院
の
建
設
は
予
算

不
足
等
の
た
め
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
僅
か
に
、
大

正
十
四
年
の
鹿
児
島
保
養
院
、
昭
和
元
年
の
大
阪
中

宮
病
院
、
昭
和
四
年
の
神
奈
川
芹
香
院
、
昭
和
六
年

の
福
岡
筑
紫
保
養
院
、
昭
和
七
年
の
愛
知
城
山
病
院

を
数
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。

精
神
衛
生
法
の
制
定

前
述
の
ご
と
く
、
公
立
精
神
病
院
の
建
設
は
遅
々

と
し
て
は
か
ど
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
在
野
精
神
障

害
者
数
は
増
加
し
、
昭
和
六
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
患

者
総
数
七
万
余
に
た
い
し
、
収
容
数
は
約
一
万
五
千

で
あ
り
、
諸
外
国
に
比
し
て
人
口
あ
た
り
病
床
は
十

分
の
一
の
低
さ
を
示
し
、
病
院
数
約
九

0
で
、
病
院

法
に
よ
る
施
設
を
も
つ
府
県
は
僅
か
一
二
府
一
七
県
で

あ
っ
た
。
昭
和
元
年
に
は
日
本
精
神
衛
生
会
が
設
置

さ
れ
、
さ
ら
に
昭
和
十
二
年
に
厚
生
省
が
設
置
さ

れ
、
衛
生
行
政
の
機
構
が
確
立
さ
れ
た
に
か
か
わ
ら

ず
、
精
神
衛
生
対
策
は
目
ざ
ま
し
い
効
果
を
あ
げ
る

に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
と
に
戦
時
に
お
い
て
は
、

精
神
病
者
の
保
護
は
全
く
か
え
り
み
ら
れ
ず
、
精
神

病
床
も
戦
火
に
よ
る
消
失
や
経
営
難
に
よ
り
閉
鎖
さ

れ
、
昭
和
十
五
年
に
は
、
約
二
万
五
千
床
も
あ
っ
た

病
床
は
終
戦
時
に
は
約
四
千
床
に
ま
で
減
少
し
た
。

戦
後
は
欧
米
の
最
新
の
精
神
衛
生
に
関
す
る
知
識

の
導
入
が
あ
り
、
か
つ
公
衆
衛
生
の
向
上
増
進
を
国

の
責
務
と
し
た
新
憲
法
の
成
立
と
に
よ
り
、
精
神
障

害
者
の
医
療
保
護
の
徹
底
化
と
精
神
衛
生
が
単
に
精

神
病
の
治
療
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
予
防
か
ら
広
く
一

般
国
民
の
精
神
的
健
康
の
保
持
向
上
に
お
よ
ぶ
べ
き

で
あ
る
と
い
う
理
念
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

昭
和
二
十
五
年
、
医
療
保
護
の
み
な
ら
ず
予
防
対
策

を
含
め
た
は
ば
の
広
い
「
精
神
衛
生
法
」
が
制
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
制
定
に
よ
り
、
従
来

の
私
宅
監
置
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
精
神
病
者
は
医
療

機
関
で
医
療
保
護
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
、
鑑
定
医

制
度
が
採
用
さ
れ
て
精
神
障
害
者
の
人
権
が
尊
重
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
対
象
を
精
神
病
者
の
み
な

ら
ず
、
精
神
薄
弱
者
、
精
神
病
疾
者
等
に
ま
で
拡
大

し
、
精
神
衛
生
対
策
の
飛
躍
的
発
展
を
期
し
た
の
で

あ
る
。

精
神
衛
生
法
以
後

昭
和
二
十
七
年
に
は
、
国
立
精
神
衛
生
研
究
所
が

設
け
ら
れ
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
研

究
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
二
十
八
年
に
は
、
日
本
精
神
衛
生
連
盟
か
結

成
さ
れ
、
同
年
十
一
月
に
は
第
一
回
全
国
精
神
衛
生

大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

一
方
、
こ
の
年
の
精
神
病
床
は
約
一
二
万
床
で
、
昭

和
十
五
年
の
約
二
万
五
千
に
く
ら
べ
よ
う
や
く
戦
前

に
回
復
し
た
が
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
の
全
国
精
神

障
害
者
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
精
神
障
害
者
の
全
国

推
定
数
は
一
―
―

10万
人
、
う
ち
要
入
院
は
三
五
万
人

で
、
病
床
は
そ
の
十
分
の
一
に
も
み
た
な
い
こ
と
が

判
明
し
、
よ
っ
て
同
年
法
改
正
を
行
な
っ
て
非
営
利

法
人
の
設
置
す
る
精
神
病
院
の
設
置
お
よ
び
運
営
に

要
す
る
経
費
に
た
い
し
、
国
庫
補
助
の
規
定
が
設
け

ら
れ
、
こ
れ
が
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
、
病
床
は
急

速
に
増
加
し
、
い
わ
ゆ
る
精
神
病
院
ブ
ー
ム
の
現
象

を
呈
し
、
五
年
後
の
昭
和
三
十
五
年
に
は
約
九
万
五

千
床
に
達
し
、
精
神
障
害
者
に
た
い
す
る
医
療
保
護

は
飛
躍
的
に
発
展
し
た
。

昭
和
一
二
十
一
年
四
月
一
日
、
厚
生
省
公
衆
衛
生
局

に
精
神
衛
生
課
が
新
設
さ
れ
、
精
神
衛
生
行
政
は
一

段
と
強
化
さ
れ
る
こ
と
な
っ
た
。

ま
た
、
治
療
に
つ
い
て
も
従
来
の
療
法
に
加
え
て

ク
ロ
ー
ル
プ
ロ
マ
ジ
ン
等
の
薬
物
療
法
さ
ら
に
心
理
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療
法
や
作
業
療
法
等
の
治
療
方
法
が
進
歩
し
て
そ
の

寛
解
率
は
著
し
く
向
上
し
、
在
院
期
間
が
短
縮
さ

れ
、
か
つ
、
こ
れ
に
伴
な
い
予
防
対
策
や
在
院
障
害

者
対
策
が
次
第
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
昭
和
―
―
―
十
八
年
に
は
画
期
的
な
精
神
障
害

の
実
態
調
査
が
行
な
わ
れ
、
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
全

国
的
な
精
神
障
害
者
の
数
、
医
療
の
普
及
度
等
が
明

か
に
な
り
、
昭
和
二
十
五
年
制
定
の
精
神
衛
生
法

は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
推
移
、
社
会
情
勢
の
著
し

い
変
化
、
精
神
医
学
の
目
ざ
ま
し
い
進
歩
と
い
う
新

ら
し
い
事
態
に
既
応
し
得
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、

精
神
障
害
に
関
す
る
発
生
予
防
か
ら
、
治
療
、
社
会

復
帰
ま
で
の
一
貫
し
た
施
策
を
内
容
と
す
る
法
の
全

面
改
正
の
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
た
ま

た
ま
三
十
九
年
三
月
、
有
名
な
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
事
件

か
発
生
し
、
精
神
障
害
者
の
不
十
分
な
医
療
の
現
状

が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
り
、
こ
れ
が
た
め
準
備
中

の
法
改
正
は
一
層
拍
車
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
よ
っ
て
同
年
五
月
厚
生
大
臣
は
法
改
正
に
つ
い

て
、
そ
の
諮
問
機
関
で
あ
る
精
神
衛
生
審
議
会
に
諮

問
し
、
そ
の
答
申
を
得
て
、
同
年
二
月
、
精
神
衛
生

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
第
四
八
国
会
に
提

出
さ
れ
．
昭
和
四
十
年
六
月
三
十
日
を
も
つ
て
公
布

施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
法
改
正
に
よ
り
、
都
道
府
県
こ
と
に
新
た
に

技
術
的
中
枢
機
関
と
し
て
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
が
設

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ほ
か
、
保
健
所
は
地
区
に

お
け
る
精
神
衛
生
行
政
の
第
一
線
機
関
と
な
り
、
在

宅
精
神
障
害
者
の
訪
問
指
導
、
相
談
が
強
化
さ
れ
、

さ
ら
に
通
院
医
療
に
た
い
す
る
公
費
負
担
制
度
が
新

設
さ
れ
、
精
神
衛
生
対
策
は
一
層
そ
の
充
実
が
期
待

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

精
神
衛
生
行
政
の
組
織

精
神
衛
生
行
政
は
公
衆
衛
生
行
政
の
一
部
門
で
あ

る
。
衛
生
行
政
は
、
家
庭
や
地
域
社
会
を
対
象
と
す

る
一
般
衛
生
行
政
と
、
学
校
生
活
を
対
象
と
す
る
学

校
保
健
行
政
お
よ
び
職
場
に
お
け
る
生
活
を
対
象
と

す
る
労
働
衛
生
行
政
に
三
大
別
さ
れ
る
e

一
般
衛
生

行
政
は
、
さ
ら
に
①
予
防
接
種
、
集
団
検
診
等
予
防

医
学
を
主
体
を
す
る
予
防
衛
生
行
政
、
②
栄
猜
改

善
、
精
神
衛
生
、
ス
ボ
ー
ツ
等
健
康
増
進
を
目
的
と

す
る
保
健
衛
生
行
政
、
⑧
上
下
水
道
、
汚
物
等
衛
生

工
学
を
主
体
と
す
る
環
境
衛
生
行
政
、
④
医
療
の
普

及
向
上
を
は
か
る
医
務
衛
生
行
政
、
⑮
医
薬
品
の
生

産
配
給
と
販
売
等
に
関
す
る
薬
務
行
政
の
五
つ
に
大

別
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
、
②
、
を
あ
わ
せ
て

公
衆
衛
生
行
政
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
衛
生
行
政
の
活
動
分
野
に
対
応
し
て
、

い
わ
ゆ
る
衛
生
行
政
組
織
が
あ
る
。

一
般
衛
生
行
政
の
体
系
と
し
て
は
、
国
（
厚
生

省
）
ー
都
道
府
県
（
衛
生
主
管
部
局
）
ー
保
健
所
ー

市
町
村
（
衛
生
主
管
部
局
課
）
の
一
貫
し
た
体
系
が

確
立
さ
れ
て
い
る
。

精
神
衛
生
行
政
の
組
織
に
つ
い
て
み
る
と
、
国
の

レ
ベ
ル
に
お
い
て
衛
生
行
政
を
担
当
し
て
い
る
の
は

厚
生
省
で
あ
り
、
そ
の
厚
生
省
で
直
接
衛
生
行
政
に

関
係
あ
る
内
部
部
局
は
、
公
衆
衛
生
局
、
環
境
衛
生

局
、
医
務
局
、
薬
務
局
の
い
わ
ゆ
る
衛
生
四
局
で
、

精
神
衛
生
を
担
当
す
る
局
は
公
衆
衛
生
局
で
あ
る
。

公
衆
衛
生
局
に
は
、
企
画
、
栄
養
、
保
健
所
、
結
核

予
防
、
防
疫
、
精
神
衛
生
、
検
疫
の
七
課
が
あ
り
、

精
神
衛
生
課
が
精
神
衛
生
行
政
を
担
当
し
て
い
る

C

こ
の
ほ
か
、
厚
生
省
の
附
属
機
関
と
し
て
国
の
レ
ベ

ル
に
お
け
る
科
学
技
術
の
中
枢
的
役
割
を
果
た
す
機

関
と
し
て
国
立
精
神
衛
生
研
究
所
が
あ
り
、
ま
た
民

主
的
行
政
の
運
営
を
は
か
る
た
め
の
機
関
と
し
て
中

央
精
神
衛
生
審
議
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
都
道
府
県
で
は
、
精
神
衛
生
行
政
を
担
当

す
る
衛
生
主
管
部
（
局
）
（
衛
生
部
、
厚
生
部
、
衛

生
民
生
部
、
厚
生
労
働
部
等
）
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

四
内
至
六
課
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
一
課
で
あ
る
精
神

衛
生
主
管
課
（
保
健
予
防
課
、
公
衆
衛
生
課
等
）
が
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直
接
精
神
衛
生
行
政
を
担
当
し
て
い
る

J

ま
た
糀
造

府
県
に
は
、
精
神
衛
生
の
向
上
を
は
か
る
た
め
の
施

設
と
し
て
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
（
精
神
衛
生
相
談

所
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
知
事
の
諮
問
機
関

と
し
て
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す

る
た
め
の
地
方
精
神
衛
生
審
議
会
お
よ
び
通
院
医
療

の
申
請
に
関
す
る
亭
項
を
審
議
す
る
た
め
の
精
神
衛

生
診
査
協
議
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る

C

都
道
府
県
内
の
地
区
に
は
、
地
区
に
お
け
る
精
神

衛
生
行
政
を
担
当
す
る
保
健
所
が
あ
り
、
そ
の
標
準

組
織
は
、
粒
務
、
衛
生
、
保
健
予
防
、
普
及
の
四
課

十
七
係
で
あ
り
、
直
接
精
神
衛
生
を
担
当
す
る
の
は

保
健
予
防
課
の
精
神
衛
生
係
で
あ
る
。

市
町
村
に
お
け
る
組
織
は
都
遁
府
県
に
準
じ
て
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
精
神
衛
生
主
管
部
（
局
）
、
課
、
係

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
精
神
衛
生
行
政
の
組
織
を
図
示
す
れ
ば

次
の
と
お
り
で
あ
り
。

厚
生
省
公
衆
衛
生
局
ー
精
神
衛
生
課

国
立
精
神
衛
生
研
究
所

中
央
精
神
衛
生
審
議
会

衛
生
主
管
部
ー
精
神
衛
生
主
管
課

地
方
精
神
衛
生
審
議
会

精
精
衛
生
診
査
協
議
会

粕
神
衛
生
セ
ン
ク
ー

都
道
府
県

保
健
所
ー
保
健
予
防
課
ー
，
精
神
衛
生

係

市
町
村
衛
生
主
管
部
（
局
）
・
課
・
係

イ
国
立
精
神
衛
生
研
究
所

国
立
精
神
衛
生
研
究
所
は
、
昭
和
二
十
七
年
に
設

置
さ
れ
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
調
査
研
究
な
ら
び
に

精
神
衛
生
関
係
職
員
の
研
修
を
そ
の
任
務
と
し
、
精

神
衛
生
部
、
児
童
精
神
衛
生
部
、
社
会
精
神
衛
生
部

身
体
病
理
部
、
精
神
簿
弱
部
、
優
生
部
、
社
会
復
帰

部
の
研
究
七
部
と
総
務
の
一
課
が
お
か
れ
て
い
る

C

ロ
中
央
精
神
衛
生
審
議
会

精
神
衛
生
行
政
の
実
施
に
あ
た
り
、
精
神
衛
生
に

関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
行
政
の
公
正
妥
当
を

期
す
る
た
め
、
厚
生
省
の
附
属
機
関
と
し
て
中
央
精

神
衛
生
審
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
審
議
会
は

厚
生
大
臣
の
諮
問
に
答
え
る
ほ
か
、
精
神
衛
生
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
関
係
大
臣
に
意
見
具
申
を
す
る

権
限
を
有
し
て
い
る
。
審
議
会
の
委
員
は
一
五
人
で

任
期
三
年
、
精
神
衛
生
に
関
し
学
識
経
験
あ
る
者
ぉ

よ
び
関
係
行
政
機
関
の
公
務
員
の
う
あ
が
ら
、
厚
生

大
臣
が
任
命
す
る
。

ハ
地
方
精
神
衛
生
審
議
会

都
道
府
県
に
お
け
る
精
神
衛
生
行
政
に
関
し
、
必

要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
各
都
道
府
県
ご

と
に
地
方
精
神
衛
生
審
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ

の
審
議
会
は
、
都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
答
え
る
ほ

か
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
関
し
て
都
道
府
県

知
事
に
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
審
議
会

の
委
員
は
一

0
人
以
内
で
、
精
神
衛
生
に
関
し
学
識

経
験
の
あ
る
者
お
よ
び
関
係
行
政
機
関
の
う
ち
か
ら

都
道
府
県
知
事
が
任
命
し
任
期
は
三
年
で
あ
る
。

ニ
精
神
衛
生
診
査
協
議
会

都
道
府
県
に
お
け
る
通
院
医
療
費
公
費
負
担
に
た

い
す
る
申
請
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
審
議
し
、
公

費
負
担
の
決
定
に
関
し
て
都
道
府
県
知
事
に
意
見
を

具
申
す
る
機
関
で
、
各
都
道
府
県
ご
と
に
設
置
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
協
議
会
の
委
員
は
五
人
で
、
精
神
障

害
者
の
医
療
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
お
よ
び

閃
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
都
道
府
県
知
事

が
任
命
し
、
任
期
は
二
年
で
あ
る
。

精
神
衛
生
の
財
政

精
神
衛
生
関
係
予
算

精
神
衛
生
対
策
は
、
厚
生
省
に
お
け
る
重
点
施
策

で
あ
る
の
で
そ
の
伸
び
は
ま
こ
と
に
め
ざ
ま
し
い
も

の
が
あ
る
。
昭
和
四
十
―
―
一
年
度
の
国
の
精
神
衛
生
関

(—) 
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要
入
院
患
者
に
比
し
、
精
神
病
床
が
非
常
に
不
足

し
て
い
る
の
で
、
昭
和
二
十
七
年
以
降
、
都
道
府
県

立
の
精
神
病
院
の
新
設
お
よ
び
増
床
に
た
い
し
て
補

助
金
を
交
付
し
、
そ
の
整
備
促
進
が
は
か
ら
れ
て
い

る
昭
和
二
十
九
年
以
降
は
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
都
道
府

⇔

国

庫

補

助

係
の
予
算
額
は
二
五
二
低
円
で
、
こ
れ
を
精
神
病
院

法
の
制
定
当
時
の
予
算
約
三
万
円
に
く
ら
べ
る
と
驚

異
的
な
数
字
で
あ
り
、
さ
ら
に
昭
和
三
十
七
年
度
の

八
五
億
‘
-
―
―
十
八
年
度
の
一
〇
九
億
、
一
二
十
九
年
度

の
―
―
―
―
―
―
一
億
、
四
十
年
度
の
一
六
三
億
、
四
十
一
年

度
の
ニ
―
一
億
、
四
十
二
年
度
の
二
二
五
億
と
年
々

著
る
し
い
増
加
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
膨
大
な
予
算

の
う
ち
、
ほ
と
ん
ど
大
部
分
が
措
置
入
院
費
の
二
四

二
億
円
で
、
つ
い
で
通
院
医
療
負
の
五
億
七
千
万

円
、
精
神
病
院
等
の
整
備
補
助
金
の
三
億
四
千
万
円

で
あ
る
。
こ
の
措
置
入
院
費
は
国
が
八
割
、
都
道
府

県
が
二
割
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の

総
額
は
一
一
一
十
七
年
で
一

0
四
億
、
三
十
八
年
で
―
―
―
―

―
―
一
億
、
三
十
九
年
で
一
六
三
億
、
四
十
年
で
一
九
六

億
、
四
十
一
年
で
二
五

0
億
、
四
十
二
年
で
二
七
九

億
、
四
十
三
年
は
二
九
一
一
億
と
年
々
著
し
い
増
加
を

示
し
て
い
る
。

関 係 予 算 （単位：千円）

39年度予算額 40年度予算額 41年度予算額 42年度予算額 43年度予算額

1

4

4

0

0

1

3

3

3

8

5

3

1

 

8

0

0

3

7

0

8

8

0

7

0

9

 

0

8

8

6

1

0

5

5

2

3

4

2

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

9

4

4

1

9

4

1

1

9

2

2

 

2

1

1

8

1

1

1

1

9

1

 

3

0

0

9

3

3

2

 

9

9

9

9

 

3

3

3

2

 

1

1

1

1

 

16,357,306 

15,959,353 

15,959,353 

15,694,323 

215,307 

33,869 

15,854 

390,309 

390,309 

349,258 

41,051 

7,274 

370 

21,097,852 

20,725,990 

20,725,990 

20,004,472 

673,556 

41,160 

6,802 

369,040 

369,040 

330,441 

38,599 

2,443 

379 

22,479,679 

22,090,285 

22,090,285 

21,437,160 

597,723 

44,013 

11,389 

386,101 

386,101 

338,021 

48,080 

2,860 

433 

25,199,445 

24,830,000 

24,830,000 

24,200,074 

570,235 

43,085 

16,606 

341,328 

341,328 

293,819 

47,509 

2,272 

427 
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匡
県
立
以
外
の
市
町
村
立
お
よ
び
日
赤
、
厚
生
連
等
の

公
的
医
療
機
関
立
の
精
神
病
院
に
も
補
助
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
精
神
病
院
に
た
い
す
る
補
助

は
、
精
神
衛
生
法
に
基
づ
き
’
そ
の
要
す
る
負
用
の

二
分
の
一
以
内
の
額
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
予
算
額

は
、
昭
和
二
十
七
年
度
の
六
千
八
百
万
円
か
ら
、
―
―
―

十
年
度
二
億
八
千
万
円
、
一
二
十
五
年
度
一
億
五
千
万

円
、
四
十
年
度
三
億
五
千
万
円
と
増
加
し
、
こ
れ
ら

の
国
庫
補
助
が
重
要
な
契
機
と
な
り
、
病
床
は
急
激

に
増
加
し
、
昭
和
二
十
八
年
の
三
万
床
か
ら
、
三
十

五
年
に
は
九
万
五
千
床
、
四
十
年
に
は
一
七
万
床
、

四
十
二
年
は
一
―
―
万
床
に
達
し
た
。
ま
た
、
措
置
入

院
に
は

8-10
、
通
院
医
療
に
は

1
-
2
の
補
助
が
行

な
わ
れ
る
ほ
か
、
法
施
行
事
務
費
あ
る
い
は
精
神
衛

生
セ
ン
タ
ー
整
備
に
つ
い
て
も
国
庫
よ
り
の
補
助
が

行
な
わ
れ
精
神
障
害
者
の
医
療
保
護
は
飛
躍
的
に
発

展
し
た
。

資

金

の

助

成

国
は
地
方
公
共
団
体
の
行
な
う
病
院
事
業
に
た
い

し
て
、
政
府
資
金
等
に
よ
り
資
金
の
助
成
を
行
な
っ

て
い
る
し
、
公
立
病
院
以
外
の
病
院
に
は
医
療
金
融

公
庫
に
よ
り
、
資
金
の
助
成
を
行
な
っ
て
い
る
。

医
療
金
融
公
庫
に
よ
る
融
資
は
、
精
神
病
院
の
新

表 1 精 神 衛 生

事 項 37年度予算額 38年度予算額

精

①

神

Q6) 

(A） 

(B) 

(C) 

(D) 

(2) 

(16) 

(A) 

(B) 

(3) 

(4) 

衛 生 費

精神衛生費補助

精神衛生費補助金

精神障害者措置入院費補助金

通院医療費補加金

法施行事務費補助金

精神衛生関係施設整備費補助

精神病院等整備費補助金

精神病院整備費補助金

精神衛生対策費

精神衛生審議会費

精神衛生センター運営費補助金

精神衛生センター整備費補助金

8,551,795 

8,347,611 

8,347,611 

8,332,753 

゜7, 101 

7,757 

203,130 

203,130 

203,130 

゜872 
182 

10,922,788 

10,659,592 

10,659,592 

10,635,204 

゜11,550 

12,838 

256,208 

256,208 

256,208 

゜6,697 

291 

注 予算額は当初予算である。
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表2 医療金融公庫融資の状況

総融資額 I 総病床数 I 精神病床数

千円 床 床
昭和 35年度 4,152,060 10,881 2,434 

36 6,914,800 15,833 7,659 
37 11, 863, 880 17,634 8,013 
38 11,862,960 15,209 6,127 
39 14,536,190 16,768 7,170 
40 17, 068, 100 20,770 8,445 
41 20,700,000 23,066 I 8,681 
42 23,121,490 16, 711 6,147 

表 3 厚生年金融 状況

区 分
件

計

数 l金

資

病

額 1件
！ 

百万円 百万円
昭和 28年度 200 2,323 41 511 

29 194 3,475 66 1,569 
30 243 4,420 89 1,940 
31 292 5,433 90 2,918 
32 277 7,000 91 3,125 
33 281 7,500 115 4,108 
34 325 8,500 117 4,410 
35 420 10,500 144 5,154 
36 924 19, 100 184 7,727 
37 1,300 25,600 200 7,943 
38 1,361 33,000 218 10,150 
39 1,931 42,333 226 11,595 

40 1,324 19,200 
(16) (910) 
175 9,500 

41 1,803 50,298 
(9) (614) 
191 11,（ 536 

42 1,682 37,052 
(9) 463) 
115 3,692 

院（含精神病院）

数 l金額

（ ）内は精神病院分

表 4 国民年金融資状況

I 含＿ 病院（含精

区分
＂卜 神病院）

件数 1金額件数 1金額

百万円 百万円
昭和36年度 418 I 5,398 I 138 I 2, 106 

37 I 714 I 7, 400 I 194 I 2, 541 
38 I 679 I 7, ooo I 177 I 2, 650 
39 | 990 9, 200 218 3, 130 

40 il, 025 9, 500 立『） 3,j誓
41 ¥1, 156 I 11, 453 (5)1 (79) 

200 I 3,502 

42 11, 202 I 13, 762 (O)I C O) 
174 I 2,034 

（ ）内は精神病院分
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精
神
衛
生
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
的
で
あ
る
精

神
障
害
者
の
医
療
お
よ
び
保
護
を
全
う
す
る
た
め
、

対
象
範
囲
を
明
確
に
す
る
必
嬰
が
あ
り
、
第
一
一
一
条
で

「
精
神
障
害
者
と
は
、
精
神
病
者
（
中
毒
性
精
神
病

者
を
含
む
。
）
精
神
薄
弱
お
よ
び
精
神
病
質
者
を
い

う
こ
と
定
義
し
て
い
る
。

←) 
四

増
改
築
機
械
購
入
、
運
転
資
金
等
に
た
い
し
て
、
昭

和
一
二
十
五
年
か
ら
開
好
さ
れ
、
昭
和
四
十
一
年
度

ば
、
八
千
六
百
八
十
一
床
の
病
床
そ
の
他
に
た
い
し

て
融
資
が
行
な
わ
れ
た
。
厚
生
年
金
の
融
資
は
昭
和

二
十
七
年
か
ら
開
始
さ
れ
、
昭
和
四
十
年
一
六
件
九

億
、
四
十
一
年
九
件
六
億
、
四
十
二
年
は
九
件
五
億

円
の
融
資
が
行
な
わ
れ
た
。
国
民
年
金
の
融
資
は
、

昭
和
三
十
六
年
か
ら
開
始
さ
れ
、
昭
和
四
十
年
六
件

七
千
万
、
四
十
一
年
ぱ
五
件
八
千
万
円
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
資
金
の
助
成
ぱ
、
前
項
の
国
庫
補
助
と

相
並
ん
で
精
神
病
庚
の
増
設
に
大
い
こ
寄
与
し
た
の

ヽ

で
あ
る
。

精
神
障
害
者
の
実
態

精
神
障
害
者
と
は

表 6 昭和38年精神障害実態調査 表 5 昭和29年精神障害実態謂査

精神障害者数

総数

精神病

精神薄弱

その他

全国推計数

124万人

57万人

40万人

27万人

処週現在精神障害者百分率

医療を

うげて総

総数

精神病

精神薄弱

その他

総

数

100 

100 

100 

100 

いる

30. 1 

45.4 

6.0 

33.3 

有病率人口千対

12.9 

5.9 

4. 2 

2.8 

精神衛生
相談所等
その他の
施設の指
噂をうけ
ている

5.2 

1. 9 

13.0 

0.8 

必要な処置別精神障害者・有病率

全く放

置され

ている

64. 7 

52. 7 

81. 0 

65.9 

数い］門：：門貫霜型喜記
有病要するも

設に収容たは指導
を要するを要する

率の ものもの

万人 万人万人万人
総数 124(12.9) 28(3. 0) 7(0. 7) 89(9. 3) 

精神病 57(5.9) 21(2. 2) 2(0. 1) 35(3. 6) 

精神薄弱 40(4. 2) 3(0. 4) 5(0. 5) 32(3. 3) 

その他 27(2.8) 4(0. 4) -(00.5) 22(2. 3) 

I ! 
I ：精神障害者数

＇！ 

総 数

精神病

精神薄弱

その他

全国推計数

130万人

45万人

58万人

27万人

有病率人口千対

100% 14.8 

35% 5. 2 

45% 6. 6 

20% 3. 0 

処遇の状 況

在宅のまま精神科専門の指導を

うけ る 1% 1. 24万人

精神病院または精神病室に入っ

ている 3% 3. 72万人

在宅のまま精神科専門医以外の

医師保健所により指導をうけ

ている 5% 6. 20万人

その他 91% 118万人

療

療

導

治

治

指

容

庭

庭

収

家

家

総

要

要

要

9
・
’
 

9

9

9

9

9

9

9

,

'

 

9

ー

'

`

'

・

・

’

必要な処週別精神障害者数

全国推計数有病率人口千対

数 130万人 14 

46万人

38万人

46万人

5

4

5
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昔
は
精
神
病
と
い
う
の
は
原
因
が
不
明
な
の
で
症

状
に
よ
っ
て
診
断
し
て
い
く
よ
り
仕
方
が
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
放
火
狂
と
か
色
情
狂
と

か
の
診
断
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
精
神
病
も
ま
た
原
因
に
よ
っ
て
分
類
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
起
り
、
現
在
で
は
一
般

に
は
そ
の
原
因
に
従
っ
て
外
因
性
精
神
障
害
、
心
因

性
精
神
障
害
、
内
因
性
精
神
障
害
お
よ
び
生
来
性
の

精
神
欠
陥
状
態
と
に
分
け
る
の
が
通
常
で
あ
る

C

内
因
性
精
神
障
害

内
因
と
は
素
質
的
な
原
因
、
す
な
わ
ち
体
の
内
部

か
ら
起
つ
て
く
る
も
の
で
主
と
し
て
遺
伝
が
濃
厚
と

考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て

精
神
分
裂
病
、
躁
5
曇
祠
、
て
ん
か
ん
が
内
因
性
精

神
病
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

外
因
性
精
神
障
害

外
因
と
は
身
体
的
原
因
で
あ
る

C

脳
そ
の
他
身
体

に
組
織
学
的
そ
の
他
は
つ
き
り
異
常
が
あ
っ
て
精
神

障
害
を
お
こ
す
も
の
が
外
因
性
精
神
障
害
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
脳
血
管
性
、
頭
部
外
傷
等
に
よ
る
脳
器

質
性
精
神
障
害
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
等
に
よ
る
中
毒

性
精
神
障
害
、
急
性
伝
染
病
、
尿
毒
症
、
心
臓
病
な

ど
に
み
ら
れ
る
症
状
精
神
病
等
が
あ
る
。

心
因
性
精
神
障
害

心
理
的
原
因
が
主
な
原
因
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を

表8-2 脳器質性精神障害 表 7 精神病総数・有病率

38 年

脳器質性精神障害

脳血管性によるもの

頭部外傷によるもの

脳炎脳膜炎によるもの

梅毒によるもの

老人性痴呆奇型その他

100.0劣

51. 6 

16.8 

9.5 

6.3 

15.8 

l 29 

（人口千対）

;i 38 年

精 神

精神分裂病

躁

て

病

う

ん

総

つ

か

数

病

ん

脳器質I生精神障害

その他の精神病 I

5.2 

2.3 

0.2 

1. 4 

1.0 

0.3 

5.9 

2.3 

0.2 

1.0 

2.2 

0.2 

表8-1
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（昭和38年）

全 国 推 計
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昭和29年

昭和38年

表9-2 年令別精神障害者推計数

昭

推計人口

和 29

I 精神障害
，者数

年

［肴病率
（人口千対）

昭

推計人口

千人 千人 千人 千人
総 数 87,697 1,300 14.8 96,156 1,240 12.9 

0~ 9オ 20,044 114 5. 7 15,937 123 7. 7 

10~19 18,178 282 

15.5 ＇ こ
20,322 232 11. 4 

20~29 15,713 256 16.3 17,279 135 7.8 

30~39 
10,7751 

227 21.1 14,978 235 15.7 

40~49 9,089 176 1 I 
19.4 10,259 

198 I 19.3 
50~59 

i 
6,862 124 I ! 18. 1 ! 8,287 136 16.4 

i 

和 38

I 精神障害
I者数

年

1有 病 率
（人口千対）

60~ 7,038 121 17.2 9,094 181 19.9 

口
心
因
性
精
神
障
害
と
い
い
、
こ
の
代
表
が
神
経
症
で

あ
る
。以

上
が
現
在
一
般
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
原
因
の
わ

け
方
で
あ
る
が
な
か
な
か
こ
の
一
―
―
つ
だ
け
に
割
り
切

れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

通
常
精
神
病
と
い
う
場
合
に
は
、
精
神
分
裂
病

（
症
状
に
よ
る
病
型
に
単
一
型
、
破
瓜
型
、
緊
張

型
、
妄
想
型
等
が
あ
る
。
）
、
躁
う
つ
病
、
て
ん
か

ん
、
中
毒
性
精
神
病
（
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
麻
薬
中

毒
等
に
よ
る
も
の
）
、
脳
器
質
性
精
神
病
（
頭
部
外

傷
、
脳
の
血
管
障
害
、
脳
腫
瘍
、
脳
梅
毒
等
に
よ
る

も
の
）
を
含
み
、
精
神
薄
弱
に
は
そ
の
症
状
と
し
て

白
痴
、
痴
愚
、
ろ
鈍
が
あ
る
、
そ
の
特
殊
型
と
し
て
、

ダ
ウ
ン
症
状
群
、
ク
レ
チ
ン
病
、
小
頭
症
、
フ
エ
ニ

ー
ル
ケ
ト
ン
尿
症
等
が
あ
る
。
精
神
病
質
は
性
格
異

常
で
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
性
格
異
常
、
分
裂
症
性
性
格

異
常
、
て
ん
か
ん
性
性
格
異
常
、
執
着
性
性
格
異
常

が
あ
る
。
神
経
症
に
は
不
安
神
経
症
、
神
経
衰
弱
、

心
気
症
、
強
迫
神
経
症
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
等
が
あ
る
。

精
神
障
害
者
数

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
十
九
年
お
よ
び
一
―
―

十
八
年
に
精
神
衛
生
実
態
調
査
を
全
国
調
査
と
し
て

実
施
し
、
入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
み
で
な
く
、
家

庭
に
い
る
精
神
障
害
者
の
実
態
、
そ
の
社
会
的
経
済
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的
背
景
か
ら
、
治
療
に
よ
る
将
来
の
見
通
し
な
ど
を

調
査
し
た
。
昭
和
三
十
八
年
の
精
神
衛
生
実
態
調
査

を
主
と
し
、
比
較
可
能
な
も
の
は
二
十
九
年
と
対
比

し
つ
つ
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
精
神
障
害
者

昭
和
三
十
八
年
の
調
査
で
は
、
精
神
障
害
を
統
計

上
、
精
神
病
、
精
神
薄
弱
、
そ
の
他
に
区
分
し
、
精

神
病
に
は
梢
神
分
裂
病
、
躁
う
つ
病
、
て
ん
か
ん
、

脳
器
質
性
精
神
障
害
、
そ
の
他
の
精
神
病
を
含
め
て

い
る
。
精
神
薄
弱
は
精
神
医
学
的
に
白
痴
、
痴
愚
程

度
を
対
象
と
し
、
そ
の
他
に
は
中
毒
性
精
神
障
害
、

精
神
病
質
、
神
経
症
そ
の
他
を
含
め
て
い
る
。

（
脳
器
質
性
精
神
障
害
と
は
梅
毒
性
精
神
障
害
、

初
老
期
老
年
精
神
障
害
、
脳
動
脈
硬
化
症
、
脳
卒
中

後
遺
症
、
頭
部
外
傷
後
遺
症
等
を
い
い
、
中
毒
性
精

神
障
害
と
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
睡
眠
剤
、
覚

醒
剤
そ
の
他
に
よ
る
慢
性
中
毒
者
を
い
う
。
）

二
、
精
神
障
害
者
数
、
有
病
率

全
国
精
神
障
害
者
推
計
数
は
一
二
四
万
人
、
人
口

千
人
に
つ
き
―
ニ
・
九
人
で
あ
る
。
二
十
九
年
調
荘

で
は
、
全
国
で
一
―
―

1
0万
人
、
人
口
千
人
に
つ
き
一

四
・
八
人
で
あ
る
。

精
神
病
精
神
障
害
の
う
ち
、
精
神
病
五
七
万

人
、
人
口
千
対
五
・
九
で
、
二
十
九
年
は
四
五
万

人
、
人
口
千
対
五
こ
一
で
あ
る
。
精
神
分
裂
病
は
二

二
万
人
、
人
口
千
対
一
一
・
三
、
躁
う
つ
病
は
一
一
万

人
、
て
ん
か
ん
一

0
万
人
で
そ
れ
ぞ
れ
人
口
千
対

0

・
ニ
、
一

・
Oで
二
十
九
年
と
あ
ま
り
変
化
が
な

い
。
脳
器
質
性
精
神
障
害
は
ニ
―
万
人
で
人
口
千
対

ニ
・
ニ
で
二
十
九
年
の
人
口
千
対
―

・
Oに
比
し
約

二
倍
の
増
加
で
あ
る
。
こ
の
脳
器
質
性
精
神
障
害
の

約
半
数
が
脳
血
管
性
で
、
そ
の
他
は
頭
部
外
傷
、
老

人
痴
呆
等
で
い
ず
れ
も
最
近
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
人
口
の
老
年
化
や
交
通
事
故
の
影
響
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

精
神
薄
弱
精
神
薄
弱
は
、
そ
の
程
度
に
よ
っ

て
、
白
痴
、
痴
愚
、
ろ
鈍
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
調
査

で
は
ろ
鈍
を
除
外
し
て
精
神
医
学
的
に
白
痴
、
痴
愚

と
診
断
さ
れ
た
も
の
の
み
を
対
象
と
し
た
。
こ
の
概

念
に
は
い
る
精
神
薄
弱
は
四

0
万
人
、
人
口
千
対
四

・
ニ
で
あ
る
。

そ
の
他
中
毒
性
精
神
障
害
は
七
万
人
、
精
神
病

質
は
五
万
人
、
神
経
症
は
一

0
万
人
、
そ
の
他
が
四

万
人
で
人
口
千
対
そ
れ
ぞ
れ

O・
七、

O・
五
、
一

•
一
、
0
•
五
で
あ
る
。

三
、
性
、
年
齢
別

性
別
の
精
神
障
害
者
数
は
男
六
六
•
四
万
人
、
女

五
七
•
四
万
人
で
人
口
千
対
男
一
四
•
一
、
女
―
―

・
八
で
男
に
高
い
。
）
二
十
九
年
の
調
査
で
も
同
様
で

あ
る
。

年
齢
別
に
み
る
と
一
般
的
に
年
齢
の
高
く
な
る
ほ

ど
有
病
率
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。

年
齢
別
に
診
断
別
構
成
を
み
る
と
若
年
齢
で
は
精

神
薄
弱
の
割
合
が
高
い
が
青
壮
年
層
で
は
精
神
分
裂

病
そ
の
他
の
割
合
が
多
く
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
年

齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、
脳
器
質
性
精
神
障
害
の

占
め
る
割
合
が
多
く
な
る
。

四
、
精
神
障
害
者
の
社
会
経
済
的
背
景

地
域
別
地
域
を
農
業
・
漁
業
地
区
、
商
業
・
エ

業
地
区
そ
の
他
の
三
地
区
に
区
分
し
て
精
神
障
害
者

の
有
病
率
を
み
る
と
農
漁
地
区
が
最
も
高
く
、
つ
い

で
商
工
地
区
で
最
も
低
い
の
が
住
宅
地
区
で
あ
る
。

ま
た
地
区
を
六
大
都
市
、
そ
の
他
の
都
市
、
郡
部
に

三
区
分
し
て
み
る
と
郡
部
に
最
も
高
く
、
つ
い
で
そ

の
他
の
都
市
、
最
も
低
い
の
は
六
大
都
市
で
あ
る
。

世
帯
業
態
別
世
帯
を
事
業
経
営
者
、
常
用
勤
労

者
世
帯
、
農
家
世
帯
、
旦
屈
労
働
者
そ
の
他
の
世
帯

の
有
病
率
が
最
も
高
い
有
病
率
を
示
し
、
つ
い
で
農

家
世
帯
に
高
く
事
業
経
営
者
、
常
用
勤
労
者
世
帯
で

最
も
有
病
率
が
低
い
。

医
療
保
険
加
入
階
層
別
健
康
保
険
、
船
員
保
険

等
の
各
種
保
険
に
加
入
し
て
い
た
り
、
生
活
保
護
法

の
適
用
を
受
け
て
い
た
り
と
い
う
加
入
階
層
別

に
有
病
率
を
み
る
と
、
最
も
高
い
の
が
生
活
保
護
階

層
で
千
対
―
二
五
・
-
＝
-
、
つ
い
で
旦
雇
健
康
保
険
の
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精
神
障
害
者
は
、
情
神
障
害
の
4

は
と
生
活
の
維

五
精
神
障
害
者
の
医
療

保
護

千
対
四

0
・
ニ
、
国
民
健
康
保
険
は
千
対
一
五
・
八

で
最
も
低
い
の
は
健
保
、
船
保
、
共
済
保
険
の
本
人

で
千
対
四
・
七
で
あ
る
。

所
得
別
低
所
得
階
層
あ
る
い
は
侃

l

消
費
階
層
世

帯
ほ
ど
有
病
率
が
高
い
。

精
神
障
害
者
の
医
療
と
指
導
三
十
八
年
の
調
査

で
精
神
障
害
者
の
ど
れ
だ
け
が
医
療
と
指
導
を
う
け

て
い
る
か
と
い
う
と
―
二
四
万
人
の
う
ち
、
医
療
を

う
け
て
い
る
も
の
一
―

10・

I
%、
指
導
を
う
け
て
い

る
も
の
五
・
ニ
％
、
医
療
も
特
別
の
指
導
も
う
け
な

い
で
家
庭
に
い
る
も
の
六
四
・
七
％
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
措
置

が
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
精
神
病
院
に
入
院
治

療
を
要
す
る
者
二
八
万
人
、
精
神
病
院
以
外
の
施
設

に
収
容
を
要
す
る
も
の
七
万
人
、
在
宅
の
ま
ま
で
精

神
神
経
科
医
の
外
来
治
療
ま
た
ほ
指
溝
を
必
要
と
す

る
も
の
四
八
万
人
、
在
宅
の
ま
ま
そ
の
他
の
指
導
を

要
す
る
者
四
一
万
人
あ
わ
せ
て
―
二
四
万
人
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

精
神
衛
生
法
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
障

害
者
は
、
精
神
病
院
ま
た
は
他
の
法
律
に
よ
つ
て
認

め
ら
れ
た
施
設
以
外
の
施
設
に
収
容
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
精
神
障
害
者
を
収
容
治
療
す
る
病
院
に
は
す

べ
て
の
病
床
が
精
神
病
床
の
み
の
い
わ
ゆ
る
単
科
の

精
神
病
院
と
そ
の
他
の
病
院
に
精
神
病
室
が
併
設
さ

れ
て
い
る
も
の
と
二
種
類
が
あ
る
。

ま
た
開
設
者
別
に
み
る
と
国
立
、
都
道
府
県
立
、

市
町
村
立
、
日
赤
、
済
生
会
、
厚
生
連
等
の
公
的
医

日

精

神

病

院

持
あ
る
い
は
財
産
の
保
全
能
力
を
欠
ぎ
、
ま
た
病
識

を
有
し
な
い
た
め
、
精
神
障
害
の
医
療
を
受
け
よ
う

と
し
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
の
精
神
障
害
者
に
た
い

し
て
必
要
な
医
療
お
よ
び
保
護
を
加
え
て
、
精
神
障

害
の
治
療
を
は
か
る
と
と
も
に
あ
わ
せ
て
他
人
に
危

害
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る。
こ
の
た
め
精
神
衛
生
法
で
は
、
保
護
義
務
者
を
定

め
た
り
、
申
請
、
通
報
、
届
出
あ
る
い
は
精
神
鑑

定
、
措
置
入
院
、
緊
急
入
院
、
同
意
入
院
、
仮
入

院
、
通
院
医
療
等
や
精
神
障
害
に
関
す
る
相
談
、
訪

問
指
導
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
精
神
障
害
者
の
医
療

保
護
を
行
な
っ
て
い
る
。

表10 単科精神病院数，精神病床数および病床利用率の年次推移

年 次 1iI 全床精神病数 単院秋病精床神病数 一神般科病病床院数精 1全用精率神（年病床間利） 単院科精神数病

昭和s302年末 lI I 

44,250 35,841 i I 8,409 111.1 260 

64,725 51,196 13,529 103.4 371 

34 84,971 67,319 17,652 104. 7 476 

36 106,265 81,960 24,305 107.0 543 
38 136,387 105,046 31,341 109. 7 629 
39 153,639 117, 758 35,881 110.3 676 
40 172,950 130,119 42,831 108.0 725 
41 191,597 142,938 48,659 108.8 769 
42 210,472 157,499 52,973 106.6 818 

資料 「厚生省病院報告」
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表11 開設者別にみた精神病床数の年次推移 （各年12月末現在）

直
l 

昭和30年
I 

32 ! 
l 

34 I 
36 : 
38 
39 

40 

41 

数 1

I総
44, 2so I 
64, 72s I 
84,971 

106,265 

136,387 

153,639 

172,950 

191,597 

国

数`11, 9261 
15,097 

17,697 

21,283 

24,387 

26,245 ! 

28,881 

31, 943 1 

公 立 Iそ の 他

立都道府県立I市町村立 1玄的医療］ （個人，
I 機＿関立 1

法人立）

I I 
4, 296 6, 868 | 608 1 

4, 412 I 8, 838 I 1, 285 

4, 597 1 10, 509 1, 717 l 

4, 664 I 12, 013 ! 3, 206 

4,874 I 12, 760 I 4,648 

5, 063 i 13, 586 i 5, 156 ! 

5, 330 14, 002 6, 222 1 

5,810 I 14,925 I 6,855 
I 

154 

562 

874 

1,400 

2,105 

2,440 

3,327 I 

4, 3531 

32,324 

49,628 

67,274 

84,982 

112,000 

127,394 

144,069 

159,654 

資料 厚生省医療施設調葎

療
機
関
立
（
公
立
）
、
個
人
、
法
人
立
（
私
立
）
の

精
神
病
院
が
あ
る
。

昭
和
四
十
二
年
末
で
、
単
科
精
神
病
院
は
七
九

七
、
併
設
精
神
病
床
を
有
す
る
病
院
は
四
二
九
で
計

一
、
ニ
ニ
六
施
設
が
あ
り
、
総
精
神
病
床
数
は
ニ
―

万＝＝
r
-
三
五
、
入
院
患
者
総
数
は
二
二
万
五
、
五

五
五
人
で
あ
る
。

精
神
病
床
は
従
来
年
々
約
一
万
床
の
増
加
を
み
て

い
た
が
、
昭
和
一
二
十
八
年
は
一
万
六
千
床
、
三
十
九

年
は
一
万
七
千
床
、
四
十
、
四
十
一
年
は
一
万
九
千

床
と
そ
の
増
加
は
著
し
く
、
こ
れ
を
昭
和
二
十
八
年

末
の
三
万
床
弱
に
く
ら
べ
る
と
五
倍
以
上
の
激
増
ぶ

り
で
あ
る
e

こ
の
増
加
は
、
国
公
立
に
く
ら
べ
、
医

療
法
人
お
よ
び
個
人
立
の
い
わ
ゆ
る
私
立
病
院
の
病

床
増
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
全
精
神
病
床
に
た

い
す
る
割
合
は
、
国
公
立
二
割
、
私
立
八
割
と
な
っ

て
い
て
諸
外
国
で
は
、
国
公
立
の
割
合
が
大
き
く
わ

が
国
の
そ
れ
と
は
逆
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。

精
神
病
院
は
従
来
の
ご
と
き
隔
離
拘
禁
主
義
か
ら

開
放
治
療
主
義
へ
と
進
み
、
作
業
療
法
等
い
ろ
い
ろ

な
治
療
方
法
が
と
り
入
れ
ら
れ
、
建
築
的
に
も
近
代

的
と
な
り
昔
日
の
精
神
病
院
の
暗
い
影
は
次
第
に
な

く
な
っ
て
近
代
化
へ
の
脱
皮
が
急
速
に
進
ん
で
い

る。
精
神
病
院
に
お
け
る
今
後
の
問
題
点
は
、
増
床
も

表12 人 ロ 万 対 病 床 年 次 推 移

年 次 総 数 精神病床 結核 病床 一般病床

昭 和 31年 61. 9 6.0 28.0 24.0 

33 68.6 8.0 28.6 27.9 

35 73.5 10. 1 27.0 32.3 

37 79.0 12.6 25.0 37. 1 

38 82.6 14.2 24.0 40.0 

39 85.8 15.8 23.4 42.8 

40 88.9 17.6 22.5 45.0 

41 92. 7 19.3 21. 4 48.3 

総数にはらい，伝染病を含む。

資料 「厚生省病院報告」
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表13-1

国 名
万対

日 本
アメリカ

西ドイツ

オーストラリア

デンマーク

フランス

アイルラソド

イタ リア

スコットランド

スエーデン

ソ連

諸外国の総病床数及び精神病床数人口万対病床数

病床数 人口 1
年

総病床数精神病床数総病床数 i精神病床数

I 1964 i 833,606, 153,639, 85. 8 

1961 ! 1, 673, 657 I 786, 671 I 91. 2 

1961 I, 594,642 i 92,859 :I 105. 8 

1961 I 75, 739 ! 11,839 i 106. 7 

1961 45, 600 i 10, 282 | 98. 9 

1961 I 618, 303 I 94, 057 ! 133. 9 

1961 59, 103 19, 983 | 209. 0 

19Gl I 459, 950 I 113, 040 I 92. 2 

1951 I 63, 589 I 22, 052 I 121. 1 
1961 I 119, 609 I 33, 765 I 159. 1 

1961 I 1, 845, 400 I 175, ooo I 84. 7 

15.8 

42.9 
16.5 

16. 7 

27. 1 
20.4 

70.6 

22. 7 

42.2 

44.9 

8.0 

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
施
設
、
設
備
の
質
的
改
善
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
小
児
あ
る

い
は
老
人
の
た
め
の
特
殊
病
院
の
新
設
等
に
あ
る
、
）

一
、
都
道
府
県
立
精
神
病
院

都
道
府
県
は
、
精
神
衛
生
法
に
よ
っ
て
、
精
神
病

院
を
設
置
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
都
道
府

県
の
設
置
す
る
精
神
病
院
は
、
精
神
衛
生
法
に
よ
る

精
神
障
害
の
医
療
お
よ
び
保
護
の
た
め
の
施
設
と
し

て
、
ぎ
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ

る
。
国
は
都
道
府
県
が
設
置
す
る
精
神
病
院
お
よ
び

精
神
病
院
以
外
の
病
院
に
設
け
る
精
神
病
室
の
設
置

に
要
す
る
経
費
に
た
い
し
て
そ
の
二
分
の
一
を
補
助

し
て
い
る
。

二
、
指
定
病
院

都
道
府
県
に
は
精
神
病
院
の
設
置
義
務
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
、
こ
れ
の
み
に
よ
っ
て

は
、
必
要
な
病
床
数
が
確
保
で
き
な
い
場
合
が
あ
る

た
め
、
都
道
府
県
立
の
精
神
病
院
に
代
わ
る
施
設
と

し
て
指
定
病
院
の
制
度
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
都
道
府

県
知
事
は
、
国
お
よ
び
都
道
府
県
以
外
の
者
が
設
置

し
た
精
神
病
院
ま
た
は
精
神
病
院
以
外
の
病
院
に
設

け
ら
れ
て
い
る
精
神
病
室
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
そ

の
設
置
者
の
同
意
を
得
て
、
都
道
府
県
が
設
置
す
る

精
神
病
院
に
代
わ
る
施
設
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
が
指
定
病
院
と
よ
ば
れ
、
精
神
障
害

表14-1 精神病床数，入院患者数，措置患者数，措置率，利用率年次推移

昭 和 36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

年

全精神病床数1入院患者数 1 措置患者数 1 措

i 106,265 r 111,919 I 34,808 

I 120, 300 I 129, 836 I 47, 036 
i 136, 387 I 147, 996 I 53, 925 ! 

153, 639 I 165, 697 I 62, 190 

I 
172, 950 I 183, 260 I 65, 370 

i 191, 557 I 199, no I 67, 934 

210, 472 I 218, 196 I 72, 242 

置 u
 

工
「

9

9

9

冤

率

ー

26
 

ー3

3

 
36.4 

37.5 

35. 7 

34.0 

33. 1 

用 率

彩'
105.6 

107.9 

108.6 

107.9 

106.0 

104.2 

103. 7 

資料 「厚生省病院報告」
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表15 精神鑑定申請通毅処理件 数 （昭和42年）

総 数

一般からの申請

警察官からの通報

検察 官からの通報

保護観察所の長からの通報

矯生施設の長からの通報

精神病院の管理者からの届出

鑑定をうけたもの

申請通報 I鑑 定

件 数 1不必要者
精神障害者 精神障害

1 1法29条該当I

法 29一条― 者でなか

I非該当
ったもの

←――→—し――
I s1, 109 I 2, 265 I 1 | 

2, 265 I 19, 098 i 8, 903 ; 
I 22,524 i 

I 
1, 176 i 13, 936 1 6, 878 I 

I 

5, 819 ! 453 I 3, 587 I 1, 614 I 
1, 048 | 235 1 567 i 204 1 

131 ! 59 I 32 ! 24 
I 689 330 1 159 143 

898 | 12 | 817 40 

2

7

7

3

2

3

0

 

5

2

1

 

資料 「厚生省報告例」

精
神
衛
生
法
上
精
神
病
院
へ
の
入
院
に
は
、
一
般

病
院
な
ど
と
異
な
る
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
法

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
入
院
、
②
法
第
二

十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
緊
急
入
院
、
⑧
法
第
一
―
―

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
同
意
入
院
、
④
法
第
一
二
十
四

条
の
規
定
に
よ
る
仮
入
院
、
⑤
特
に
法
の
規
定
に
甚

づ
か
な
い
本
人
の
自
由
意
志
に
よ
る
自
由
入
院
（
一

般
病
院
の
入
院
に
同
じ
）
の
五
つ
の
形
式
が
あ
る
。

以
下
、
こ
の
分
類
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の

入
院
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

一
、
措
置
入
院

①
入
院
措
置
措
置
入
院
は
精
神
病
院
に
特
有

の
も
の
で
あ
っ
て
、
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
自
身
を
傷

つ
け
、
ま
た
は
他
人
に
害
を
お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
精
神
障
害
者
を
精
神
衛
生
法
第
二
十
九
条
に
よ
り

強
制
的
に
入
院
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
。

（コ
者
の
措
置
入
院
ま
た
は
緊
急
措
置
入
院
の
施
設
と
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

C

指
定
病
院
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
が
一
定

の
基
準
を
設
け
て
い
る
し
、
ま
た
都
道
府
県
知
事

は
、
指
定
病
院
の
運
営
方
法
等
が
不
適
当
で
あ
る
と

認
め
た
と
き
は
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

精
神
病
院
へ
の
入
院

表16

年

精神障害疾病の 1日平均在院措置患者数および措置入院費の推移

I措置患者数 1 措ー置 入 院

l総 額 i国庫負担 都道府県負担

昭和32年度 I 
| 8,455人l_―--―五億円 6億円| - 6一億円

35 i 11, 688 I 18 I 9 I.  9 

38 I 52, 146 I 133 ! 106 I 27 

39 I 62, 719 I 163 I 130 I 33 

40 I. 65, 829 I 196 I 157 I 39 

41 I 68, 755 I 250 I 200 I 50 

42 I 72,479 I 268 I 214 I 54 

度
費

注
．． 

1

2

 

措置患者数は各年 2月末現在

措置入院費は当初予算額（医療費のみ）
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I 
措
置
入
院
は
、
一
般
か
ら
の
申
請
と
警
察
官
、
検

察
官
、
保
護
観
察
所
の
長
あ
る
い
は
矯
正
施
設
の
長

か
ら
の
通
報
、
精
神
病
院
の
管
理
者
か
ら
の
届
出
ま

た
は
自
傷
他
害
の
お
そ
れ
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
、

都
道
府
県
知
事
は
精
神
衛
生
鑑
定
医
を
し
て
診
察
を

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
精
神
衛
生
法
第
二
十
七

条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
お
り
精
神
衛
生
鑑
定
医
二

名
が
別
々
に
診
察
し
て
そ
の
者
が
精
神
障
害
者
で
あ

り
、
か
つ
医
療
お
よ
び
保
護
の
た
め
入
院
さ
せ
な
け

れ
ば
、
そ
の
精
神
障
害
の
た
め
に
自
身
を
傷
つ
け
、

ま
た
は
他
人
に
害
を
お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

が
一
致
し
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の

者
を
本
人
ま
た
は
保
護
義
務
者
の
同
意
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
強
制
的
に
国
公
立
精
神
病
院
ま
た
は
指
定

病
院
に
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
措
置
入
院
の
制
度
は
従
来
か
ら
存
在
し
て
い

た
が
、
三
十
六
年
十
月
に
精
神
衛
生
法
が
改
正
さ

れ
、
予
算
上
の
措
置
入
院
患
者
数
が
大
巾
に
増
加
さ

れ
、
措
置
入
院
患
者
の
医
療
費
支
払
方
法
が
統
一
さ

れ
、
措
置
入
院
費
に
つ
い
て
の
国
の
補
助
率
が
二
分

の
一
か
ら
十
分
の
八
に
引
上
げ
ら
れ
る
等
の
こ
と
が

あ
っ
て
、
都
道
府
県
の
予
算
措
置
が
十
分
に
講
ぜ
ら

れ
る
に
お
よ
ん
で
急
激
に
増
加
し
た
。

す
な
わ
ち
、
昭
和
三
十
七
年
上
期
ま
で
は
よ
う
や

く
一
万
人
台
で
あ
っ
た
の
が
同
年
下
期
に
は
三
万
人

に
増
加
し
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
末
に
は
七
万
一
二
、

五
三
二
人
ま
で
に
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴

い
措
置
入
院
費
の
国
庫
負
担
額
も
う
な
ぎ
の
匠
り
に

増
加
し
、
昭
和
一
二
十
五
年
度
は
九
億
円
で
あ
っ
た
の

が
四
十
三
年
度
は
約
二
四

0
億
円
と
約
一
一
七
倍
に
も

な
っ
て
い
る
。

②
申
請
、
通
報
昭
和
四
十
二
年
中
に
お
け
る

申
請
通
報
件
数
は
、
一
般
か
ら
の
も
の
一
一
万
二
、
五

ニ
四
件
、
警
察
官
か
ら
の
も
の
五
、
八
一
九
件
、
検

察
官
か
ら
の
も
の
一
、

0
四
八
件
、
矯
正
施
設
の
長

か
ら
の
も
の
八
九
八
件
、
そ
の
他
合
計
で
一
一
一
万
一
、

1
0九
件
で
、
そ
の
う
ち
調
査
の
結
果
、
鑑
定
の
必

要
あ
り
と
し
て
、
精
神
衛
生
鑑
定
医
の
鑑
定
を
う
け

た
も
の
二
万
八
、
八
四
四
件
で
う
ち
二
万
八
、

0
0

一
件
が
精
神
障
害
者
と
診
断
さ
れ
、
そ
の
結
果
措
置

入
院
し
た
の
は
一
万
九
、

0
九
八
件
で
あ
る
。

⑧
精
神
衛
生
鑑
定
医
精
神
障
害
者
に
は
、
正

常
な
意
思
能
力
を
欠
き
、
し
か
も
、
自
分
が
精
神
障

害
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
す
な
わ
ち
病
覚
を
有
し
な

い
者
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
医
療
お

よ
び
保
護
は
、
本
人
の
意
思
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

ず
、
必
要
に
応
じ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

強
制
的
な
手
段
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
同
時

に
、
人
身
の
自
由
の
拘
束
と
な
り
、
一
歩
誤
れ
ば
人

権
の
侵
害
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
そ
の
執
行
に

は
、
慎
重
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
医

療
お
よ
び
保
護
の
た
め
の
強
制
は
、
そ
の
者
が
精
神

障
害
者
で
あ
っ
て
、
必
要
や
む
を
得
な
い
限
り
に
お

い
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
判
断
は
、
公

正
に
し
て
正
確
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
か
か
る
判
断
を
下
す
た

め
の
専
門
家
と
し
て
精
神
衛
生
鑑
定
医
の
制
度
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。

精
神
衛
生
鑑
定
医
の
職
務
は
ぎ
わ
め
て
重
要
な
も

の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
指
定
に
は
、
一
定
の
資
格
要

件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神
衛
生
鑑

定
医
は
精
神
障
害
の
診
断
ま
た
は
治
療
に
関
し
、
少

な
く
と
も
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
医
師
で
、
厚

生
大
臣
の
指
定
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
職
務

は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
の
下
に
、
精
神
衛
生
法

の
施
行
に
関
し
て
、
精
神
障
害
の
有
無
並
び
に
精
神

障
害
者
に
つ
ぎ
そ
の
医
療
お
よ
び
保
護
を
行
な
う
上

に
お
い
て
入
院
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
を

行
な
う
も
の
で
あ
る
。

精
神
鑑
定
医
の
数
は
、
昭
和
一
―
―
十
二
年
九
月
末
に

は
八
六
九
人
で
あ
っ
た
も
の
が
一
―
―
十
六
年
―
―
一
月
末
に

は
一
、
三
七
二
人
、
三
十
七
年
三
月
末
一
、
六
二
五

人
と
い
う
よ
う
に
増
加
し
、
四
十
年
＝
―
-
月
末
に
は

―
-
、
二
四
二
人
、
四
十
一
年
三
月
末
に
は
二
、
三
六
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―
―
一
人
、
四
十
―
―
一
年
二
月
末
二
、
五
八
一
人
と
な
り
現

在
、
精
神
科
診
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
の
過
半
数

が
、
精
神
衛
生
鑑
定
医
の
指
定
を
う
け
て
い
る
。

二
、
緊
急
入
院

緊
急
措
置
入
院
は
措
置
入
院
と
同
様
、
精
神
病
院

に
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
同
様
強
制
措
置
と
し

て
入
院
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
手
続
が
措
置
入

院
の
場
合
よ
り
も
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に

お
い
て
、
よ
り
強
力
な
措
置
で
あ
る
。
こ
の
対
象
者

は
、
措
置
入
院
の
場
合
と
同
じ
く
精
神
障
害
者
で
あ

つ
て
、
た
だ
ち
に
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
そ
の
精
神
障

害
の
た
め
自
身
を
傷
つ
け
ま
た
は
他
人
を
害
す
る
お

そ
れ
が
著
し
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う

な
者
に
つ
い
て
、
急
速
を
要
し
、
法
に
定
め
る
手
続

を
と
つ
て
正
規
の
措
置
入
院
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
緊
急
措
置
入
院
さ
せ
る
こ

と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
本
人
ま
た
は
関
係

者
の
同
意
は
不
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
精
神
障

害
に
つ
い
て
の
少
な
く
と
も
一
名
の
精
神
鑑
定
医
の

診
察
は
必
要
と
さ
れ
る
し
、
収
容
施
設
は
国
、
公
立

病
院
若
し
く
は
指
定
病
院
で
あ
る
。

緊
急
入
院
の
期
間
は
四
十
八
時
間
を
こ
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
都
道
府
県

知
事
は
緊
急
入
院
の
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
す

み
や
か
に
、
そ
の
者
に
つ
き
、
正
規
の
措
置
入
院
に

移
行
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
つ
て
緊
急
措
置
入
院
者
は
こ
の
入
院

開
始
後
四
十
八
時
間
以
内
に
措
置
入
院
に
移
行
し
な

い
限
り
は
退
院
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
、
同
意
入
院

措
置
入
院
お
よ
び
緊
急
入
院
は
、
都
道
府
県
知
事

の
権
限
に
基
づ
き
、
本
人
ま
た
は
関
係
者
の
同
意
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
行
な
わ
れ
公
的
な
医
療
お
よ
び

保
護
の
実
施
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
同
意
入
院
は
、
私
的
な
医
療
お
よ
び
保
護
の
実

施
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
人
の
同
意
は

要
件
と
さ
れ
ず
、
ま
た
自
由
を
拘
束
す
る
と
い
う
点

に
お
い
て
強
制
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
意
入
院
の
対
象
と
な
る
者
は
精
神
病
院
の
管
理

者
が
診
察
し
た
結
果
精
神
障
害
者
で
あ
る
と
診
断
し

た
者
で
あ
り
、
入
院
の
要
件
は
、
こ
の
精
神
障
害
者

と
診
断
さ
れ
た
者
が
医
療
お
よ
び
保
護
の
た
め
入
院

の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
お
よ
び
入
院
に

つ
い
て
、
保
護
義
務
者
の
同
意
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
措
置
入
院
の
如
く
、
自
傷
他
害

の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

同
意
入
院
に
つ
い
て
同
意
を
な
し
得
る
者
は
法
に

規
定
さ
れ
た
保
護
義
務
者
で
、
い
な
い
場
合
ま
た
は

そ
の
者
が
保
護
義
務
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
は
市
町
村
長
が
同
意
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

四

、

仮

入

院

仮
入
院
と
は
、
精
神
病
院
の
管
理
者
が
、
診
察
の

結
果
、
精
神
障
害
の
疑
が
あ
つ
て
そ
の
診
断
に
相
当

の
時
日
を
要
す
る
と
認
め
る
者
を
、
そ
の
後
見
人
、

配
遇
者
、
親
権
を
行
な
う
者
そ
の
他
の
扶
養
義
務
者

の
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て

も
、
三
週
間
を
超
え
な
い
期
間
、
仮
に
精
神
病
院
へ

入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。

本
人
の
同
意
を
要
件
と
せ
ず
ま
た
特
定
の
者
の
同
意

を
必
要
と
す
る
点
で
同
意
入
院
と
同
じ
性
質
の
も
の

で
あ
る
が
同
意
入
院
が
精
神
障
害
者
の
医
療
お
よ
び

保
護
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
未
だ
精
神
障
害
で
あ
る
か
否
か
の
確
定
し
な
い
者

を
対
象
と
し
、
そ
の
診
断
の
た
め
に
行
な
う
と
い

う
、
い
わ
ば
医
療
お
よ
び
保
護
の
前
段
階
に
お
い
て

限
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
。
し
た
が
つ

て
そ
の
期
間
に
つ
い
て
も
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る

3

入
院
の
期
間
は
一
二
週
間
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
三
週
間
を
す
ぎ
て
も
、
な
お
診
断
が
つ
か
な

い
場
合
に
は
退
院
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

方
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
場
合
も
、

も
は
や
仮
入
院
と
し
て
の
入
院
は
許
さ
れ
ず
正
規
の

入
院
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

五
、
自
由
入
院

自
由
入
院
と
は
、
精
神
障
害
者
自
ら
の
意
思
に
基
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表18 表17

年

単科精神病院における年間外来患

者延数および 1日平均の年次推移

外来患者
年間延数 I

I l日平均数

i 521千人

i 1,082 
! 2,226 
! 2,512 

i 2,761 1 

I 3. 138 

1 3,570 

次

昭和30年度

34 

38 

39 

40 

41 

42 

1. 427. 8人， 

2,966.0 

6,099.0 

6,882.0 

7,546.3 

8,597.1 

9,779.8 

精神障害疾病の 1日平均通院患

者数および通院医療費（予算額）

i通院患者数 通院医療費

昭和40年度 i48,368 1 

I 
64,491 : 

64,491 i 
I 

45, ooo I 

年

41 

42 

43 

度

百万円
幻5

673 

597 

570 

資料 「厚生省病院報告」

づ
い
て
入
院
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
(
)

精
神
障
害
者
の
中
に
は
、
そ
の
障
害
の
種
類
と
程

度
に
よ
っ
て
は
病
覚
が
あ
り
、
理
非
を
弁
別
し
、
社

会
公
安
上
何
ら
の
害
の
な
い
者
も
お
り
、
そ
れ
ら
の

者
の
入
院
お
よ
び
退
院
に
つ
い
て
は
、
一
般
疾
病
の

場
合
の
入
院
お
よ
び
退
院
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の

で
、
精
神
衛
生
法
で
は
何
等
の
特
別
の
規
制
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
自
由
入
院
は
、
精
神

衛
生
法
に
よ
ら
な
い
入
院
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。

通
院
医
療
に
つ
い
て

向
精
神
薬
の
開
発
等
精
神
医
学
の
発
達
に
よ
り
、

精
神
障
害
の
程
度
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
必
ず
し
も

入
院
治
療
を
要
せ
ず
か
え
つ
て
通
院
に
よ
る
医
療
が

き
わ
め
て
効
果
的
に
な
っ
た
事
情
に
か
ん
が
み
、
新

た
に
法
改
正
に
よ
り
、
精
神
障
害
の
適
正
な
医
療
を

普
及
し
、
早
期
発
見
、
早
期
治
療
に
よ
っ
て
そ
の
効

果
を
高
め
る
た
め
、
精
神
障
害
者
が
通
院
に
よ
つ
て

そ
の
精
神
障
害
の
医
療
を
う
け
る
場
合
に
は
、
都
道

府
県
は
そ
の
医
療
に
要
す
る
費
用
の
二
分
の
一
を
公

費
で
負
担
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

通
院
医
療
を
担
当
す
る
機
関
は
、
保
険
医
療
機
関

そ
の
他
の
社
会
保
険
、
労
災
保
険
、
共
済
組
合
、
生

活
保
護
の
医
療
を
行
な
う
病
院
、
診
療
所
．
薬
局
で

あ
る
。 国

わ
が
国
の
国
民
総
医
療
費
（
国
民
一
年
間
の
治
療

費
推
計
）
は
、
昭
和
三
十
七
年
六
、
五
―
一
億
、
三

十
八
年
七
、
九
六
六
億
、
三
十
九
年
九
、
八
九
五
億

で
あ
り
、
う
ち
精
神
医
療
費
は
、
三
十
七
年
三
五
六

億
、
三
十
八
年
四
七

0
億
、
一
二
十
九
年
六
―
―
―
億
で

総
医
療
費
の
約
六
が
ク
を
占
め
て
い
る
。

籾
神
病
医
療
費
の
約
九

0
％
が
入
院
費
て
、
二
十

七
年
一
詈
一

0
億
‘
―
―
―
十
八
年
四
一
三
億
、
一
二
十
九
年

四 公
費
負
担
は
、
精
神
障
害
者
ま
た
は
そ
の
保
護
義

務
者
の
申
請
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
精
神
衛
生
診
査

協
議
会
の
意
見
を
聞
い
て
都
道
府
県
知
事
が
決
定
す

る
J

一
回
の
申
請
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
公
費
負
担

は
．
六
カ
月
が
限
度
で
あ
る
。
都
道
府
県
が
負
担
す

べ
き
費
用
は
、
健
康
保
険
の
診
療
報
酬
の
算
定
方
法

に
し
た
が
つ
て
算
定
さ
れ
、
都
道
府
県
か
ら
直
接
医

療
機
関
に
支
払
わ
れ
る
。
国
は
都
道
府
県
に
た
い
し

て
、
公
費
負
担
と
し
て
負
担
し
た
費
用
の
二
分
の
一

す
な
わ
ち
医
療
費
の
四
分
の
一
を
補
助
す
る
へ
，
精
神

障
害
の
医
療
は
、
医
療
保
険
、
労
災
保
険
、
共
済
組

合
ま
た
は
生
活
保
護
に
よ
っ
て
も
行
な
わ
れ
る
が
、

公
費
負
担
は
医
療
費
の
半
額
に
つ
い
て
公
費
負
担
が

優
先
し
て
行
な
わ
れ
残
り
の
半
額
に
つ
い
て
他
の
制

度
に
よ
つ
て
費
用
の
負
担
が
行
な
わ
れ
る

C

医
療
費
に
つ
い
て
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梢
神
障
害
者
の
症
状
悪
化
を
防
止
し
、
さ
ら
に
社

会
復
帰
を
捉
進
す
る
た
め
、
在
宅
精
神
障
害
者
二
た

国

訪

問

指

導

五――

10億
円
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
医
療
費
の
負
担
区

分
を
み
る
と
、
公
費
負
担
頷
が
最
も
多
く
釘
五

0
%

を
占
め
、
つ
い
で
保
険
者
負
担
が
lJ-
―10％
で
患
者

負
担
は
―
―
―
-
％
と
な
っ
て
い
る
。
＂

精
神
病
の
医
療
は
大
部
分
が
こ
の
よ
う
に
入
院
医

療
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
医
療
費
も
公
費
負
担
が
大
き

く
、
し
た
が
つ
て
相
対
的
に
保
険
者
負
担
分
、
患
者

負
担
分
の
割
合
が
小
さ
い
。

予
算
的
に
精
神
病
医
療
費
を
み
て
み
る
と
、
国
は

措
置
入
院
費
に
つ
い
て
は
、
十
分
の
八
の
補
助
を
行

な
っ
て
お
り
、
そ
の
予
算
額
は
当
初
に
お
い
て
、
昭

和
四
十
一
年
度
は
、
六
万
六
千
人
に
た
い
し
約
―

1
0

0
億
円
（
一
人
当
単
価
年
約
一
二
八
万
二
千
円
）
、
四
十

二
年
度
は
、
六
万
九
千
人
に
対
し
約
―
―
―
四
億
円

（
一
人
当
単
価
年
約
四
一
万
七
千
円
）
で
あ
り
、
通

院
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
公
費
負

担
を
行
な
っ
て
お
り
、
当
初
予
算
額
で
、
昭
和
四
十

一
年
度
は
六
万
四
、
四
九
一
人
に
た
い
し
約
六
億
七

千
万
円
（
一
人
当
月
単
価
約
三
、
四

0
0
円
）
、
四

十
二
年
度
は
四
万
五
千
人
に
た
い
し
約
五
億
七
千
万

円
（
一
人
当
月
単
価
約
―
―
-
‘
―
―
四
円
）
で
あ
る
。
)

表19 国民総医療費の推計 額調 （昭和39~41年）

I昭 和 39 年！昭和 40 年 l昭和 41 年
1入院1 |――l ―- - --- ＇ 占

1入院外 i歯科1 計［入院髯麟歯科1 計 ！入院介紐歯科1 計
• 9 

費ー1- -1 9,895l -1 -1 - 11737' ー＇

等） I 1 1 1 i' —. - -5061 -1 -1 -,1 5 1 3 { - -l -

I I I I 
純医療費13,35414,99811,0371 9,389! 4,10415,978: 1,1431 11,224: 4,552: 7,1861 1,264 
（疾 病別） 1 1 | I I I 
精神病医療費 530 921 - 621l 664| 75 - 740 772l 90i -
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い
し
て
は
、
一
定
の
資
格
を
持
っ
た
専
門
職
品
が
訪

問
指
導
を
行
な
っ
て
い
る
。

訪
問
指
導
の
責
任
者
は
、
保
健
所
長
で
あ
り
、
そ

の
業
務
を
直
接
担
当
す
る
者
は
、
都
道
府
県
お
よ
び

保
健
所
を
設
置
す
る
市
が
保
健
所
に
配
置
し
た
精
神

衛
生
相
談
員
お
よ
び
都
道
府
県
知
事
ま
た
は
政
令
市

の
長
が
指
定
し
た
医
師
で
あ
る
。
精
神
衛
生
相
課
員

の
資
格
は
、
学
校
教
育
法
に
も
と
づ
く
大
学
に
お
い

て
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
ま
た
は
心
理
学
の
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
精
神
衛
生
に
関
す
る
知

識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
、
医
師
、
厚
生
大
臣
が

指
定
し
た
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
保
健
婦
で
精

神
衛
生
に
関
す
る
経
験
を
有
す
る
者
、
ま
た
は
こ
れ

に
準
ず
る
者
で
あ
っ
て
、
精
神
衛
生
相
談
員
と
し
て

必
要
な
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
必
要
な
経
験
と
は
、
お
お
む
ね
精
神
衛

生
セ
ン
タ
ー
、
保
健
所
、
精
神
病
院
等
に
お
い
て
精

神
障
害
者
に
か
か
わ
る
指
導
、
相
談
、
看
護
等
に
関

し
て
行
な
っ
た
一
一
一
月
以
上
の
実
務
経
験
を
い
う
。

訪
問
指
導
の
対
象
者
は
、
精
神
衛
生
鑑
定
医
の
診

察
の
結
果
精
神
障
害
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
者
で
措

置
入
院
に
至
ら
な
か
っ
た
者
、
措
置
入
院
後
退
院
し

た
者
で
な
お
精
神
障
害
が
続
い
て
い
る
も
の
、
そ
の

他
精
神
障
害
者
で
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
す

な
わ
ち
公
費
負
担
こ
よ
る
通
院
医
療
を
受
冷
て
い
る

内

保

健

所

者
、
公
費
負
担
に
よ
ら
な
い
で
通
院
医
療
を
受
け
て

い
る
者
で
主
治
医
等
か
ら
訪
問
指
導
の
依
頼
が
あ
っ

た
者
ま
た
は
こ
れ
以
外
の
者
で
家
族
等
か
ら
訪
問
指

導
の
依
頼
が
あ
っ
た
者
等
が
対
象
と
な
る
。

昭
和
四
十
年
六
月
―
―
一
十
日
、
精
神
衛
生
法
の
一
部

改
正
に
よ
り
、
新
た
に
保
健
所
の
業
務
と
し
て
、
地

域
に
お
け
る
精
神
障
害
者
の
相
談
お
よ
び
訪
問
指
導

が
加
わ
り
、
ま
た
こ
の
改
正
に
伴
な
っ
て
保
健
所
法

の
一
部
改
正
が
行
な
わ
れ
、
保
健
所
の
業
務
と
し
て

精
神
衛
生
に
関
す
る
事
項
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
。

さ
ら
に
保
健
所
に
も
つ
ば
ら
精
神
衛
生
に
関
す
る
相

談
、
指
導
等
に
あ
た
る
職
員
（
精
神
衛
生
相
談
員
）

が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

保
健
所
は
今
後
名
実
共
に
精
神
衛
生
行
政
の
第
一

線
機
関
と
し
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
保

健
所
に
お
け
る
精
神
衛
生
業
務
は
、
医
療
保
護
関
係

の
事
務
（
申
請
、
通
報
、
届
出
、
精
神
鑑
定
、
公
費

負
担
関
係
等
）
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
相
談
、
訪
問

指
導
、
衛
生
教
育
そ
の
他
、
精
神
障
害
の
発
生
予
防

か
ら
医
療
保
護
、
社
会
復
帰
、
一
般
国
民
の
精
神
的

健
康
の
保
持
向
上
と
い
っ
た
非
常
に
広
い
範
囲
に
お

よ
ぶ
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
物
的
、
人
的
な
保
健
所

体
制
の
充
実
強
化
が
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー

従
来
、
保
健
所
．
病
院
等
に
併
設
さ
れ
て
い
た
精

神
衛
生
相
談
所
ぱ
、
昭
和
四
十
年
六
月
の
法
改
正
に

よ
り
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
都
道
府
県
に
お
け
る
精
神

衛
生
に
関
す
る
総
合
的
技
術
セ
ン
タ
ー
と
し
て
精
神

衛
生
セ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
、
セ
ン
タ
ー
の
性
格
お
よ
び
機
能

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
は
、
精
神
衛
生
法
に
基
づ
い

て
都
道
府
県
に
お
け
る
精
神
衛
生
の
向
上
を
図
る
た

め
に
設
け
ら
れ
る
精
神
術
生
に
関
す
る
総
合
的
な
技

術
中
枢
機
関
で
あ
り
、
地
方
に
お
け
る
精
神
衛
生
に

関
す
る
知
識
の
普
及
、
調
壺
研
究
な
ら
び
に
的
談
指

導
を
行
な
う
と
と
も
に
、
保
健
所
そ
の
他
精
神
衛
生

に
関
係
あ
る
機
関
等
に
対
す
る
技
術
指
導
、
技
術
援

助
を
行
な
う
施
設
で
あ
る
。

二
、
セ
ン
タ
ー
の
組
織

精
神
衛
生
セ
ソ
タ
ー
の
組
織
と
し
て
は
、
通
常
、

医
師
で
あ
る
セ
ン
タ
ー
長
の
下
に
、
相
談
部
、
指
導

部
、
研
究
部
お
よ
び
事
務
部
が
設
け
ら
れ
、
相
談
部

は
精
神
衛
生
に
関
す
る
相
談
、
指
導
、
諸
検
査
等

を
、
指
導
部
は
衛
生
教
育
、
技
術
指
導
等
を
、
研
究

部
は
調
査
、
研
究
を
、
事
務
部
ぱ
庶
務
、
径
理
を
担

当
し
て
い
る
。

三
、
セ
ン
タ
ー
の
職
員

囮
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精
神
衛
生
セ
ン
ク
ー
に
は
、
精
神
科
医
、
精
神
医

学
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
臨
床
心
理
技
術
者
、
社

会
心
理
専
攻
者
、
検
査
技
術
者
、
保
健
婦
、
看
護

婦
、
そ
の
他
必
要
な
職
員
が
配
置
さ
れ
る
。

国
は
セ
ン
タ
ー
運
営
費
補
助
と
し
て
、
こ
れ
ら
の

人
件
費
の
三
分
の
一
の
補
助
を
行
な
っ
て
い
る
。

四
、
セ
ン
タ
ー
の
施
設

精
神
衛
生
セ
ソ
タ
ー
の
規
模
は
、

A
級
（
人
ロ
一
―
―

百
万
以
上
の
府
県
に
設
け
る
も
の
）
―
-
五

0
坪、

B

級
一
五

0
坪
で
、

A
B
級
共
そ
れ
ぞ
れ
、
相
談
室
、

診
察
室
、
検
査
室
、
研
究
室
、
資
料
保
存
室
、
会
議

室
、
事
務
室
等
必
要
な
部
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
の
新
設
に
あ
た
っ
て
は
、
国
庫
よ
り
そ

の
設
置
に
要
す
る
経
費
の
二
分
の
一
の
補
助
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。

五
、
セ
ン
タ
ー
の
事
業
用
設
備

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
に
は
そ
の
業
務
を
行
な
う
た

め
に
診
察
用
、
検
査
用
、
衛
生
教
育
用
、
治
療
用
そ

の
他
の
必
要
な
機
械
器
具
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
器
具
に
対
し
て
は
、
セ
ン
タ
ー
の
創
設
に
際

し
、
そ
の
整
備
に
要
す
る
経
費
の
三
分
の
一
の
国
庫

補
助
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

六
、
セ
ン
タ
ー
の
業
務

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
業
務
は
精
神
衛
生
に
関
す

る
相
談
指
導
、
知
識
の
普
及
、
調
査
研
究
、
関
係
機

関
等
へ
の
技
術
扱
助
、
技
術
指
導
並
ひ
に
関
係
職
員

等
に
対
す
る
研
修
に
大
別
さ
れ
る
。

①

相

談

指

導

精
神
衛
生
に
関
す
る
相
談
お
よ
び
訪
問
指
導
は
保

健
所
の
業
務
で
あ
る
が
、
保
健
所
で
取
り
扱
う
ケ
ー

ス
の
う
ち
、
複
雑
困
難
な
も
の
に
対
し
て
は
、
セ
ン

タ
ー
内
外
に
お
い
て
相
談
指
導
を
行
な
い
、
来
所
者

に
対
し
て
は
、
脳
波
検
査
．
心
理
検
査
等
必
要
な
諸

検
査
を
行
な
っ
た
り
、
診
断
を
行
な
っ
た
り
す
る
ほ

か
、
病
院
へ
の
紹
介
委
託
、
助
言
、
ケ
ー
ス
・
ワ
ー

ク
等
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
保
健
所
、
病
院
関

係
、
学
校
保
健
関
係
、
福
祉
関
係
、
事
業
所
関
係
等

精
神
衛
生
に
関
係
あ
る
機
関
そ
の
他
に
対
し
て
、
直

接
的
な
技
術
援
助
、
技
術
指
導
を
行
な
っ
た
り
、
そ

れ
ら
の
職
員
等
の
研
修
訓
練
を
行
な
っ
て
い
る
。

②
知
識
の
普
及

一
般
社
会
に
対
し
て
は
勿
論
、
精
神
障
害
者
対
策

に
関
連
の
あ
る
都
道
府
県
の
民
生
主
管
部
局
、
警
察
、

検
察
、
学
校
衛
生
、
産
業
衛
生
関
係
者
等
に
対
し
精

神
衛
生
に
関
す
る
知
識
の
普
及
を
図
っ
て
い
る
。

⑧

調

査

研

究

都
道
府
県
に
お
け
る
精
神
衛
生
施
策
の
実
施
に
関

し
て
必
要
な
精
神
障
害
者
の
実
態
、
そ
の
医
療
保

護
、
地
域
社
会
に
お
け
る
精
神
衛
生
問
題
に
つ
い
て

の
調
査
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
各
種
の
統
計
報
告
の

収
策
整
理
．
相
談
、
指
導
そ
の
他
に
つ
い
て
の
技
術

的
方
法
等
に
関
す
る
研
究
を
実
施
し
て
い
る
。

七
、
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
国
の
補
助

国
は
都
道
府
県
が
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し

た
と
き
、
そ
の
設
置
に
要
す
る
経
費
（
工
事
費
お
よ

び
初
度
設
備
費
）
お
よ
び
そ
の
運
営
に
要
す
る
経
費

（
人
件
費
お
よ
び
事
業
賓
）
に
つ
い
て
、
厚
生
大
臣

の
定
め
る
算
定
基
準
に
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
設

置
費
に
つ
い
て
は
二
分
の
一
、
運
営
費
に
つ
い
て
は

三
分
の
一
を
補
助
し
て
い
る
。

八
、
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
設
置
状
況

昭
和
四
十
年
六
月
、
精
神
衛
生
法
改
正
時
に
は
全

国
に
五
十
四
の
精
神
衛
生
相
談
所
が
設
け
ら
れ
て
い

た
が
、
法
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ら
は
精
神
衛
生
法
上

は
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
新
た
に

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
が
都
道
府
県
ご
と
に
設
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
現
在
（
昭
和
四
十
三
年
一
一
一
月
）
北

海
道
、
宮
城
、
茨
城
、
栃
木
、
埼
玉
、
東
京
、
神
奈

川
、
静
岡
、
富
山
、
石
川
、
岐
阜
、
大
阪
、
兵
庫
、

徳
島
、
香
川
、
福
岡
、
鹿
児
島
の
一
八
都
道
府
県
に

設
け
ら
れ
て
お
り
、
未
設
置
の
府
県
に
お
い
て
は
、

精
神
衛
生
相
談
所
が
道
府
県
、
政
令
市
単
独
の
施
設

と
し
て
業
務
を
継
続
し
て
行
な
っ
て
い
る
。
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表20 指 定 病 院 概 要 (42.4. 1現在）

1 甲表乙表の別 1 病 床 数 1 

I指定： 一 I 
病院数 i 甲 l 乙 総病床数1精 神 i指定 1I ＇ 入院患者数うち措置

I I l 1 1 病床数！病床数， 入院患者数
i I 

l 
--＇,  

| 1 

848, 1 I 848 :, 436 : 412 i 184, 6801 155, 816: 69, 739 ! 171, 457 1 57, 985 i --- I ---'---i ---, ------, ---, --,.. -' 

―|＇  
医 師 数 l 濯 護員数 I I 

I 

i I 
鑑定医又は臨床 I 

経験 3：以上／ビの他 1 ;+ ！着護婦准看！看護 lnt 1薬剤師栄養士

1常勤非常勤常勤非常勤I 護婦 I助手＇
I 1 | | l I 

全国|1,855[［喜ii 785 [［乙，994Ii3,6458,578111,269:33,49ZI 945 1 1,457 
I I 

• --—-—- -—---—_j 

患 者 数

全 国

四

精
神
衛
生
従
事
者

保
健
所
、
地
方
精
神
衛
生
セ
ソ
タ
ー
、
精
神
育
咤

な
ど
に
勤
務
す
る
専
門
技
術
職
員
と
し
て
は
、
医
師

（
精
神
科
医
）
、
保
健
婦
、
看
護
婦
な
ど
の
ほ
か
に
精

神
医
学
的
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

(psw)、
臨

床
心
理
技
術
者

(
C
P
)
、
作
業
療
法
士

(
O
T
)

等
が
あ
る
。
精
神
術
生
事
業
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
専

門
職
種
は
、
精
神
衛
生
の
各
分
野
で
今
後
ま
す
ま
す

必
要
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
専
門
職
種
の
身
分
資

格
の
確
立
と
餐
成
が
今
後
の
璽
要
な
課
題
で
あ
る
。

精
神
病
院
に
お
け
る
医
療
技
術
者
の
現
状

精
神
病
院
に
お
け
る
医
療
技
術
職
員
に
は
精
神
科

医
、
看
護
婦
（
人
）
、
准
看
護
婦
（
人
）
、
精
神
科
ソ

ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
臨
床
心
理
技
術
者
、
作
業
療

法
土
、
作
業
療
法
指
導
員
等
が
あ
る
。

昭
和
四
十
二
年
四
月
に
お
け
る
指
定
病
院
数
ぱ
八

四
八
施
設
で
、
こ
れ
ら
に
勤
務
す
る
医
師
の
総
数
は

四
、
九
九
四
人
で
、
う
ち
常
勤
医
師
は
二
、
六
四
〇

人
、
非
常
勤
医
師
は
、
二
、
一
二
五
四
人
で
あ
る
。
看

護
員
に
つ
い
て
み
る
と
、
総
数
は
三
万
一
―
-
、
四
九
―
―

人
で
従
事
者
構
成
百
分
率
を
み
る
と
看
護
員
の
割
合

は
他
の
従
事
者
の
占
め
る
割
合
に
く
ら
べ
る
と
最
も

高
く
、
そ
の
う
ち
で
も
着
護
婦
の
割
合
が
高
く
、
か

つ
看
護
人
i
t
他
の
種
の
病
院
-
↑
}

1

く
ら
べ
て
靖
神
病

精
神
衛
生
特
に
精
神
障
害
者
に
関
連
す
る
法
令
の

中
心
を
な
す
も
の
は
「
精
神
衛
生
法
」
で
あ
る
が
そ

の
他
精
神
衛
生
あ
る
い
は
精
神
障
害
者
に
関
す
る
法

令
は
数
多
く
制
定
さ
れ
て
い
る
。

精
神
衛
生
に
関
連
す
る
法
令
を
規
制
の
目
的
に
従

つ
て
分
類
し
て
み
る
と
、
い
精
神
障
害
者
に
対
す
る

医
療
低
護
、
福
祉
措
置
、
教
育
指
導
を
目
的
と
し
た

法
令
、
⑪
精
神
障
害
者
に
よ
る
危
害
防
止
の
観
点
か

ら
の
規
制
、
り
精
神
障
害
者
の
財
産
法
上
の
規
制
、

⇔
身
分
上
の
行
為
に
関
す
る
規
制
、
園
精
神
障
害
者

の
人
権
保
障
に
関
す
る
規
制
、
的
優
生
上
の
規
制
、

①
就
職
、
就
業
上
の
規
制
と
に
大
別
で
き
る
。

こ
れ
ら
精
神
障
害
者
に
関
係
し
た
法
令
の
主
な
も

の
を
列
挙
す
る
と
、

衛
生
関
係
で
は
、

精
神
障
害
者
等
の
医
療
お
よ
び
保
護
を
行
な
い
、

そ
の
発
生
の
予
坊
}

1

つ
と
め
る
こ
と
こ
よ
っ
て
国
民

A
U
'
 

リ
院
に
多
く
、
ま
た
看
護
業
務
補
助
者
（
看
護
助
手
）

も
他
の
病
院
に
く
ら
べ
て
そ
の
占
め
る
剖
合
が
高
い

の
も
精
神
病
院
の
特
色
で
あ
る
。

こ
れ
ら
看
護
員
の
う
ち
、
看
護
婦
総
数
は
一
万

―
―
-
、
六
四
五
人
、
准
看
護
婦
八
、
五
七
四
人
、
看
護

助
手
ぱ
一
万
一
、
一
一
六
九
人
で
あ
る
。

精
神
衛
生
関
係
の
法
律
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の
精
神
的
健
康
の
保
持
お
よ
ひ
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
精
神
衛
生
法
、
地
方
に
お
け
る
公
衆
衛

生
の
向
上
を
図
る
た
め
保
健
所
を
設
置
す
る
こ
と
お

よ
び
精
神
衛
生
事
業
を
行
な
う
こ
と
を
規
定
し
た
保

健
所
法
な
ら
び
に
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫

の
出
生
を
防
止
す
る
た
め
優
生
手
術
に
つ
い
て
そ
の

範
囲
、
実
施
方
法
等
を
規
定
し
た
優
生
保
護
法
、
母

性
な
ら
び
に
乳
幼
児
の
健
康
の
保
持
お
よ
び
増
進
を

図
る
た
め
そ
の
保
健
指
遮
、
健
康
診
査
そ
の
他
の
措

置
を
規
定
し
た
母
子
保
健
法
、
そ
の
他
が
あ
る
。

福
祉
関
係
で
は
、

一
八
歳
末
瀾
の
精
神
薄
弱
児
な
ど
児
童
の
幅
祉
を

保
障
す
る
た
め
の
福
祉
の
措
置
、
保
障
そ
の
施
設
等

に
つ
い
て
規
定
し
た
児
童
福
祉
法
、
一
八
歳
以
上
の

精
神
薄
弱
者
に
対
し
そ
の
更
生
を
援
助
す
る
と
と
も

に
必
要
な
保
護
を
行
な
い
精
神
薄
弱
者
の
福
祉
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
、
身
体

上
、
精
神
上
の
理
由
に
よ
り
保
護
を
要
す
る
生
活
困

窮
者
に
対
し
扶
助
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ

の
保
護
の
種
類
お
よ
び
範
囲
お
よ
び
そ
の
基
準
、
保

護
を
行
な
う
機
関
、
施
設
等
に
つ
い
て
規
定
し
た
生

活
保
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
そ

の
他
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
法
律
と
相
ま
つ
て
社

会
福
祉
事
業
が
公
明
か
つ
適
正
に
行
な
わ
れ
る
こ
と

を
確
保
し
、
も
つ
て
社
会
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ

精
神
障
害
者
の
た
め
の
、
医
療
、
予
防
、
相
談
指

導
、
福
祉
、
教
育
そ
の
他
を
行
な
う
た
め
に
各
種
の

施
設
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
主
と
し
て
そ
の
目
的
に
よ

つ
て
分
類
例
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ

一
、
医
療
機
関

精
神
病
院
、
精
神
科
、
神
経
科
、
小
児
科
を
標
榜

す
る
病
院
、
診
療
所

二
、
予
防
相
談
指
導
機
関

保
健
所
、
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
（
精
神
衛
生
相
談

所
）
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談
所
、
精
神
薄
弱
者
、

(-Iう
と
を
目
的
と
す
る
社
会
福
祉
事
業
法
、
老
人
の
福
祉

の
た
め
心
身
の
健
康
の
保
持
お
よ
び
生
活
安
定
に
必

要
な
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
し
た
老
人
福
祉
法
そ
の

他
母
子
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
等
が
あ
る
。

教
育
関
係
で
は
、

精
神
薄
弱
ま
た
は
性
格
異
常
を
も
つ
て
い
る
小
学

校
，
中
学
校
、
高
等
学
校
の
児
童
お
よ
び
生
徒
の
た

め
の
麓
護
学
校
、
特
殊
学
級
の
設
置
を
規
定
す
る
学

校
教
育
法
が
あ
り
、

そ
の
他
に
は
、

精
神
障
害
者
の
応
急
救
護
に
つ
い
て
規
定
し
た
警

察
官
職
務
執
行
法
、
少
年
法
、
民
法
そ
の
他
保
険
年

金
関
係
の
法
律
、
労
働
関
係
の
法
律
等
が
あ
る
。

精
神
衛
生
関
係
の
施
設

更
生
相
談
所
、
教
育
相
談
所
（
室
）
、
母
子
福
祉
セ

ン
タ
ー
、
婦
人
相
談
所
、
少
年
相
談
所
、
青
少
年
セ

ン
タ
ー
、
少
年
保
護
所
、
家
庭
裁
判
所
少
年
部

―
―
-
、
社
会
福
祉
施
設

S
児
童
福
祉
施
設

精
神
薄
弱
児
施
設
、
精
神
薄
弱
児
通
園
施
設
、

情
緒
障
害
児
短
期
収
容
施
設
、
救
護
院

⑲

保

護

施

設

救
護
施
設
、
更
生
施
設

り
精
神
薄
弱
者
援
護
施
設

⇔
老
人
福
祉
施
設

養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

四

、

学

校

簑
護
学
校
、
特
殊
学
級

五
、
法
務
省
関
係

少
年
院
（
医
療
少
年
院
）
、
少
年
鑑
別
所

福
祉
事
務
所

福
祉
事
務
所
は
総
合
的
な
社
会
福
祉
行
政
の
第
一

線
機
関
で
あ
っ
て
、
生
活
保
護
法
、
児
童
福
祉
法
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
、
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
、
老
人

福
祉
法
お
よ
び
母
子
福
祉
法
に
定
め
る
援
護
、
育
成

お
よ
び
更
生
の
措
置
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
つ

て
い
る
。

昭
和
四
十
年
末
現
在
、
全
国
各
都
道
府
県
に
三
八

一
、
市
に
六
六
一
二
、
町
村
に
各
一
、
計
一
、

0
四
六
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カ
所
の
福
祉
事
務
所
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
業
務
を
行

な
う
た
め
に
必
要
な
、
社
会
福
祉
主
事
、
精
神
薄
弱

者
福
祉
司
等
必
要
な
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

児
章
相
談
所

児
童
相
談
所
は
児
童
福
祉
法
に
よ
っ
て
各
都
道
府

県
ご
と
に
設
置
さ
れ
、
一
八
歳
未
満
の
児
童
の
福
祉

に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
す
べ
て
の
相
談
、
指
導
、
医

学
的
、
心
理
学
的
、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
お
よ
び

精
神
衛
生
上
の
判
定
を
行
な
っ
た
り
、
必
要
な
調
査

あ
る
い
は
児
童
の
一
時
保
護
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ

の
た
め
所
長
に
は
精
神
衛
生
に
関
し
学
識
経
験
を
有

す
る
医
師
を
お
く
ほ
か
、
心
理
判
定
員
お
よ
び
児
童

福
祉
司
を
お
い
て
前
記
の
業
務
に
あ
た
つ
て
い
る
。

児
童
相
談
所
は
、
児
童
福
祉
行
政
の
第
一
線
現
業
機

関
で
あ
り
、
昭
和
四
十
一
年
五
月
末
現
在
全
国
に
一

―
―
―
五
ヵ
所
あ
る
。

精
神
薄
弱
者
更
生
相
談
所

精
神
薄
弱
者
更
生
相
談
所
は
、
精
神
薄
弱
者
に
関

す
る
問
題
に
つ
き
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
に
応
じ

た
り
、
一
八
歳
以
上
の
精
神
薄
弱
者
の
医
学
的
心
理

学
的
お
よ
び
職
能
訓
練
的
判
定
を
行
な
い
、
な
ら
び

に
こ
れ
に
付
随
し
た
必
要
な
指
導
を
行
な
う
ほ
か
必

要
に
応
じ
巡
回
相
談
指
首
号
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
精
神
科
医
、
心
理
判
定
員
、
精
神
薄
弱
者
福

祉
司
等
の
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

精
神
薄
弱
者
更
生
相
談
所
は
、
各
都
道
府
県
ご
と

に
設
け
ら
れ
て
、
昭
和
四
十
一
年
―
―
一
月
現
在
そ
の
数

は
四
七
で
あ
る
。

児
童
福
祉
施
設

精
神
薄
弱
児
施
設
お
よ
び
精
神
薄
弱
児
通
園
施
設

は
、
精
神
薄
弱
の
児
童
を
入
所
ま
た
は
か
よ
わ
せ
て

保
護
す
る
と
共
に
独
立
自
活
に
必
要
な
知
識
と
技
能

を
与
え
る
施
設
で
あ
り
、
四
十
一
年
一
二
月
現
在
全
国

に
そ
れ
ぞ
れ
ニ
―
九
カ
所
、
五
六
カ
所
あ
る
。

情
緒
障
害
児
短
期
収
容
施
設
は
、
軽
度
の
情
緒
障

害
を
有
す
る
お
お
む
ね
ニ
―
歳
未
満
の
児
童
を
短
期

間
収
容
し
、
ま
た
は
保
護
者
の
も
と
か
ら
か
よ
わ
せ

て
治
療
や
生
活
指
導
を
行
な
っ
て
情
緒
障
害
を
な
お

す
施
設
で
全
国
に
四
カ
所
あ
る
。

教
護
院
は
、
不
良
行
為
を
な
し
、
ま
た
は
な
す
お

そ
れ
の
あ
る
児
童
を
入
院
さ
せ
て
、
教
護
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
施
設
で
全
国
に
五
八
カ
所
あ
る
。

保

護

施

設

救
護
施
設
は
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
欠
陥
が

あ
る
た
め
に
独
立
し
て
日
常
生
活
の
用
を
弁
ず
る
こ

と
の
で
ぎ
な
い
要
保
護
者
を
収
容
す
る
施
設
で
、
更

生
施
設
は
身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の
理
由
に
よ
り
養

護
お
よ
び
補
導
を
必
要
と
す
る
要
保
護
者
を
収
容
す

る
施
設
で
、
昭
和
四
十
年
末
現
在
全
国
に
そ
れ
ぞ
れ

1
0八
カ
所
、
四

0
ヵ
所
あ
る
。

精
神
薄
弱
者
援
護
施
設

精
神
薄
弱
者
援
護
施
設
は
一
八
歳
以
上
の
精
神
薄

弱
者
を
入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
を
保
護
す
る
と
と
も
に

そ
の
更
生
に
必
要
な
指
導
訓
練
を
行
な
う
施
設
で
あ

り
、
昭
和
四
十
年
末
現
在
全
国
に
六
九
カ
所
あ
る
。

老
人
福
祉
施
設

養
護
老
人
ホ
ー
ム
お
よ
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

は
、
六
五
歳
以
上
の
老
人
で
身
体
上
若
し
く
は
精
神

上
の
理
由
で
居
宅
に
お
い
て
義
護
を
う
け
る
こ
と
が

困
難
な
も
の
ま
た
は
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
も

の
を
収
容
し
て
養
護
を
行
な
う
施
設
で
、
全
国
に
そ

れ
ぞ
れ
七

0
1
―
ヵ
所
、
二
七
カ
所
あ
る
。

精
神
衛
生
関
係
の
団
体

日
本
に
お
け
る
精
神
衛
生
関
係
諸
団
体
の
連
絡
を

密
に
し
、
そ
の
協
力
に
よ
り
精
神
衛
生
事
業
の
飛
躍

的
発
展
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
日
本
精
神

衛
生
連
盟
が
あ
り
、
同
連
盟
に
は
、
日
本
精
神
衛
生

会
、
日
本
精
神
病
院
協
会
、
復
光
会
、
全
日
本
精
神

薄
弱
者
育
成
会
、
矯
正
協
会
、
精
神
衛
生
普
及
会
、

日
本
精
神
薄
弱
者
愛
護
協
会
、
全
日
本
特
殊
教
育
研

究
連
盟
、
全
国
救
護
協
議
会
、
教
育
と
医
学
の
会
、

全
国
精
神
衛
生
連
絡
協
議
会
、
全
国
精
神
障
害
家
族

連
合
会
の
一
―
一
団
体
が
加
盟
し
、
そ
れ
ぞ
れ
精
神
衛

生
の
発
展
の
た
め
に
各
種
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。

（士）
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表13-2 諸 外 国 の 病 院 ・ 病 床 ・ 実数・率
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表14-2 精神病床数，入院患者数，利用率等現状 (43.5.31現在）

人口
精神病床数 月末在院 月末在院

普及率•利用率等

(42. 10. 1) 息 者 数 措置息者数 合望塁I措置率 l利用率

青岩宮秋北海森手城道田

5,220 12,075 12,654 3,199 23.l 25.3 104.8 
1,427 2,600 3,027 869 18.2 28. 7 116.4 
1,402 2,289 2,626 842 10.3 32. 1 114. 7 
1,773 2,972 3,031 981 16.8 32.4 102.0 
1,265 2,527 2,837 949 20.0 33.5 112. 3 

栃群山福荻 形城木島馬

1,251 1,844 2,175 1,119 14. 7 51. 4 118. 0 
1,972 4,758 4,687 1,760 24. 1 73.6 98.5 
2,065 4,725 5,197 1,659 22.9 31. 9 110.0 
1,531 3,319 3,549 1,482 21. 7 41. 8 106.9 
1,621 3,070 3,061 1. 070 18.9 35.0 99. 7 

千東新埼神奈玉葉京J潟I[ 

3,318 5,605 6,230 1,685 16.9 27.0 111.2 
2,889 6,649 64,99 1,500 23.0 23.1 97. 7 
11, 166 19,560 21,991 5,387 17.5 24.5 112.4 
4,763 9,074 9,589 3,163 19.1 33.0 105. 7 
2,392 4,411 5,066 2,086 18.4 41. 2 114. 8 

富石福長μ」 ）井梨野山l l 

1,025 2,208 2,339 745 21. 5 31. 9 105.9 
988 2,388 2,631 733 24.2 27.9 110.2 
749 1,571 1,478 558 21. 0 37.8 94.1 
765 2,156 2,261 844 28.2 37.3 104.9 

1,958 4,085 4,786 2,486 20.9 51. 9 117. 2 

岐静愛 阜岡
1,720 2,448 2,808 1,305 14.2 46.5 114. 7 
2,979 3,960 4,627 2,168 13.3 46.9 116.8 
4,998 7,589 8,242 2,395 15.2 29. 1 108.6 

滋三 重知賀 1,516 3,787 3,536 1,026 25.0 29.0 93.4 
858 1,729 1,608 426 20.2 26.5 93.0 

京大兵奈和歌都阪庫良山

2,154 4,582 4,903 1,046 21. 3 21. 3 107.0 
6,991 13,263 14,657 3,295 19.0 22.5 110.5 
4,419 7,452 8,113 2,171 16.9 26.8 108.9 

854 1,880 1,845 435 22.0 23.6 98.1 
1,035 2,544 2,584 1,134 24.6 43.9 101. 6 

此品 取根畠
575 1,386 1,371 476 24. 1 34. 7 98.9 

8021 1,672 1,669 596 20.8 35. 7 99.8 
1,663 4,302 4,256 1,265 25.9 29. 7 98.9 

開山 口
2,337 I 5,503 6,305 1,581 23.5 25, 1 114. 6 
1,528 3,508 4,064 1,445 23.0 35.6 115. 8 

徳愛杏恥輻 島JI[ 援知岡

804 2,963 2,893 1,245 36.9 43.0 97.6 
902 2,337 2,296 828 25.9 36. 1 98.2 

1,434 3,325 3,665 1,001 33.2 27.3 110.2 
802 2,631 2,863 1,163 32. 8 40.6 108.8 

4,001 I 13,296 13,549 5,663 33.2 41. 8 101. 9 

熊大旗仏宮長i児賀的本分崎品

866 2,487 2,464 711 28. 7 28.9 99. 1 
1,630 5,053 5,207 1,269 31. 0 24.4 103.0 
1,761 6,177 6,338 1,807 35.1 28.5 102.6 
1,173 3,271 3,756 1,211 27.9 32.2 114. 8 
1,078 3,859 3,801 1,572 35.8 41. 4 98.5 
1,823 6,797 6,350 3,181 37. 3 50. 1 93.4 

合 計 100,243 215,687 229,484 73,532 21. 5 32.0 106.4 
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第16回精神衛生全国大会並びに関連行事日程表

日 事項 1 会場
≪ I 

| 1 ！ 午 後 全国精神衛生連絡協議 1 全国精神衛生連絡協
I 1'. oo~5. oo i会理事会及び総会 ！県民会館会議室 議会

全国指定病院長協議会 相

兵庫県精神衛生
セーター会議室

時 主 催 者

11月12日
（火）

珀＜
不 園 日本精神病院協会

午前
9.00~12.00 

公立精神衛生センター
所長及び相談所長会議

公立精神衛生セソタ
ー所長及び相談所長
会

11月13日

（水）
全国精神障害者家族会 県庁西庁舎地下

大ホール
全国精神障害者家族
連合会

回
衛
国
分
開
会

翡
鱈
悶
冒贔髯／三□書鴫胄
"子どもの幸 教育会館大ホー

彗会，兵庫県，神

せのために', |ル
戸市

| 1 

午前
10.00~12.001精神衛生鑑定医協議会 Iル

，県民会館大ホー
I 

I 
1厚

I 

午後
1. 00~4. 00 

生

省

I 
11月14日

午1. 0o--2後 • 00 弟精1神炉6 衛阿
大会，I 

近訟牛戸日畿木協市精精会・神兵神，衛術兵庫饂県仲生迎岱県盟絡神，， 衛神Iii, 
（木）

！i I 神戸団際会館大

2 . 0 0 ~ 4 . 0 0 生大 公生＂現開き座代談を会こう ホール

る”

11 月塁1 5 H 

11 日
第普及16運回精動神衛生 厚指生定省都市， 都道府県，
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